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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９６１） 

 

 大阪地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 更正処分取消等請求事件 

 国側当事者・国（下京税務署長） 

 令和６年３月１５日棄却・確定 

 

    判    決 

 原告          Ａ株式会社 

 同代表者代表取締役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   濱 和哲 

 同           小澤 拓 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       下京税務署長 

             三好 正治 

 同指定代理人      別紙指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    下京税務署長が令和２年６月２４日付けで原告に対してした、 

  １ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金１億０８４８万５８５５円を下回る部分 

  ２ 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、

欠損金額マイナス８７１２万５４６０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金又は災害損

失金１億９５６１万１３１５円を下回る部分 

  ３ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金１億８８７３万９２２２円を下回る部分 

  ４ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、

所得金額１８５７万６５８９円を超える部分及び納付すべき法人税額３６７万３７００円を

超える部分並びに過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定 

  ５ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分

のうち、納付すべき地方法人税額１６万１６００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課

決定及び重加算税賦課決定 

  ６ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更

正処分のうち、差引納付すべき消費税額０円を超える部分及び差引納付すべき地方消費税額

０円を超える部分並びに重加算税賦課決定 
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  ７ 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更

正処分のうち、差引納付すべき消費税額マイナス１２２万８４００円を超える部分及び差引

納付すべき地方消費税額マイナス３３万１３００円を超える部分並びに重加算税賦課決定 

  ８ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更

正処分のうち、差引納付すべき消費税額２０９２万１８００円を超える部分及び差引納付す

べき地方消費税額５６４万５５００円を超える部分並びに重加算税賦課決定 

  ９ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更

正処分のうち、差引納付すべき消費税額２８９６万４９００円を超える部分及び差引納付す

べき地方消費税額７８１万５９００円を超える部分並びに重加算税賦課決定 

   をいずれも取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、平成２７年３月期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの

事業年度をいい、他の事業年度、課税事業年度又は課税期間も同様に表記する。）から平成３

０年３月期までの各事業年度（以下「本件各事業年度」という。）の法人税、平成３０年３月

期の課税事業年度（以下「本件課税事業年度」という。）の地方法人税（以下、法人税と地方

法人税を併せて「法人税等」という。）並びに平成２７年３月期から平成３０年３月期までの

各課税期間（以下「本件各課税期間」といい、本件各事業年度及び本件課税事業年度と併せ

て「本件各期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）について、

①株式会社Ｂ等に対する市場調査費（以下「本件調査費」という。）を業務委託料等として計

上し、②Ｃ委員会に対する月額会費（以下「本件会費」という。）を協同組合費として計上し、

③組合業務に専従する従業員の給与等（以下「本件専従期間給与等」といい、本件調査費及

び本件会費と併せて「本件各金員」という。）を費用として計上するなどして申告したところ、

下京税務署長から、これらはいずれも寄附金の額に該当するとして、本件各金員は法人税に

関する損金の額に算入することができず、また、本件調査費及び本件会費については消費税

に関する課税仕入れに係る支払対価の額と認めることができないなどとして、令和２年６月

２４日付けで以下の（１）ないし（５）の各処分を受けたことから、これらの各処分（上記

各更正処分については各申告額を超える部分）の取消しを求める事案である（以下、以下の

（１）、（２）及び（４）の各処分を「本件各更正処分」といい、以下の（３）及び（５）の

各処分を「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）。 

  （１）平成２７年３月期から平成２９年３月期までの各事業年度の法人税の各更正処分 

  （２）平成３０年３月期の法人税等の更正処分 

  （３）平成３０年３月期の法人税等の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分 

  （４）平成２７年３月期から平成３０年３月期までの各課税期間の消費税等の各更正処分 

  （５）平成２７年３月期から平成３０年３月期までの各課税期間の消費税等の重加算税の各賦課

決定処分 

  １ 関係法令の定め 

  （１）法人税に係る所得の金額の計算に関する定め 

     内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金

の額を控除した金額とされている（法人税法２２条１項）。そして、内国法人の各事業年度

の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるもの
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を除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲

受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とされている（同

条２項）。また、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算

入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成

工事原価その他これらに準ずる原価の額（同条３項１号）のほか、当該事業年度の販売費、

一般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しな

いものを除く。）の額（同項２号）等とされている。 

  （２）寄附金に関する定め 

     内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該

事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定める

ところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入されない（法人税法３７条１項）。そして、寄附金の額は、寄附

金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の

資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭

以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額

によるものとされている（同条７項）。 

  （３）課税仕入れ及び仕入れに係る消費税額の控除に関する定め 

    ア 消費税法２条１項（平成２７年９月３０日以前については、平成２７年法律第９号によ

る改正前のものをいう。以下同じ。）１２号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として

他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供（所得税法２８条１項

（給与所得）に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。）を受けること（当該他

の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたと

した場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税法７条１項各号に掲げ

る資産の譲渡等に該当するもの及び同法８条１項その他の法律又は条約の規定により消費

税が免除されるもの以外のものに限る。）をいう旨定める。 

    イ 事業者（同法９条１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除

く。）が、国内において行う課税仕入れ（平成２７年９月３０日以前に事業者が国内にお

いて行う課税仕入れは平成２７年法律第９号による改正前の消費税法３０条１項１号に定

めるものをいい、同年１０月１日以後令和元年９月３０日以前に事業者が国内において行

う課税仕入れは平成２７年法律第９号による改正後の平成２４年法律第６８号の３条の規

定による改正前の消費税法３０条１項１号に定めるものをいう。）は当該課税仕入れを行

った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額（消費税法４５条１項２号）から、

当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係る

支払対価の額に１０８分の６．３を乗じて算出した金額をいう（平成２７年法律第９号に

よる改正後の平成２４年法律第６８号の３条の規定による改正前の消費税法３０条１項１

号に定めるものをいう。）。）につき課された又は課されるべき消費税額（附帯税の額に相

当する額を除く。）の合計額を控除する（以下「仕入税額控除」という。）こととされてい

る（同法３０条１項１号）。 

      上記課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額（対価として支払い、

又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、
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当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役

務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される

べき地方消費税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。）に相当する額

がある場合には、当該相当する額を含む。）をいう（同条６項）。 

  （４）重加算税に関する定め 

     国税通則法（以下「通則法」という。）６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する

場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を

提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額

の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装さ

れていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装され

ていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額）

に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計

算した金額に相当する重加算税を課するとされている（通則法６８条１項。ただし、平成２

８年１２月３１日以前に法定申告期限が到来する国税については、平成２８年法律第１５号

による改正前のものをいう。以下、同条について同じ。）。 

  ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に

より容易に認められる事実） 

  （１）当事者等 

    ア 原告及び原告の役員等 

    （ア）原告は、生コンクリート（以下「生コン」ということがある。）等の建材の製造販売

等を目的として昭和４０年３月●日に設立された株式会社である。 

       原告の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間である。 

       （乙１の１の１、乙６、弁論の全趣旨） 

    （イ）乙（以下「原告前代表者」という。）は、平成１３年５月１９日、原告の代表取締役

に就任し、平成２７年６月３０日に退任した。その後、同人の子である甲（以下「原告

代表者」という。）が、平成２８年５月２７日、原告の代表取締役に就任し、以後、同

人が原告の代表取締役を務めている（乙１の１の１・２）。 

    （ウ）丙（以下「丙元取締役」という。）は、平成２６年７月１７日から平成２７年６月３

０日までの間及び平成２８年５月２７日から平成３０年１２月１７日までの間、原告の

取締役であった者である（乙１の１の２）。 

    （エ）丁（以下「丁」という。）は、原告の従業員である。 

       丁は、平成２９年３月頃までにＤ労働組合●●支部（以下「本件労組」という。）に

加入し、丁を分会長とする本件労組のＡ分会（以下「本件分会」という。）が結成され

た（乙２０）。 

    イ Ｅ協同組合 

    （ア）Ｅ協同組合（以下「本件協同組合」という。）は、生コンクリートの共同販売等の事

業を目的として昭和５２年９月●日に設立された事業協同組合（中小企業等協同組合法

３条１号）である（乙１の４）。 

    （イ）本件協同組合の出資者（組合員）は、平成２８年３月３１日当時、原告のほか、株式
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会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）、Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。）、株式会社Ｇ（以下

「Ｇ」という。）、株式会社Ｈ（以下「Ｈ」という。）、Ｉ株式会社（以下「Ｉ」といい、

Ｉの代表取締役である戊を「Ｉ代表者」という。）であった（乙１の６、乙２）。 

    （ウ）Ｂは、平成２７年３月●日に生コンクリートの製造販売等を目的として設立された株

式会社であるが、同年４月２０日、同じく生コンクリートの製造販売等を目的とする株

式会社Ｊ（以下「Ｊ」という。）から事業譲渡を受けて、本件協同組合の出資者たる地

位を含めその事業を引き継いだ（以下、ＢとＪを併せて「Ｂ等」という。）。なお、Ｊの

代表取締役は平成２３年１２月２６日以降、Ｋ（以下「Ｋ」という。）が務めており、

Ｋは、本件協同組合の理事でもあった。（甲３０、乙１の２・３、乙２、５） 

    （エ）京都には、本件協同組合のほかにも複数の協同組合が存在するが、本件協同組合、Ｌ

協同組合（以下「Ｌ」という。）、Ｍ協同組合及びＮ協同組合が中心となって活動し、令

和２年には、これらの４つの協同組合が統一されＯ協同組合が設立された（甲２６～３

０）。 

    ウ Ｃ委員会 

      原告、Ｂ、Ｆ、Ｉ、Ｇ及びＨの６社は、平成２８年１１月●日、Ｃ委員会（以下「本件

委員会」という。）を設立した（以下、上記６社を「加盟６社」ということがある。）。本

件委員会の委員長は、設立以降、Ｋが務めていた。（甲１２、乙３、６） 

      本件委員会の規約には、本件委員会が、京都地区の生コン業界の安定的な発展と労働者

の福祉の向上を図るため、環境整備に係る事項に関する意見交換、連絡協議、その他必要

な活動を行うことを目的として設立されたものであり、同目的を達成するために、環境整

備に係る事業、労働福祉に係る事業、労使間の紛争予防に係る事業、その他これらの事業

に付帯する事業を行う旨の記載がある（なお、本件委員会の活動実態については、当事者

間に争いがある。）（甲１３）。 

  （２）有限会社Ｐの廃業等 

    ア 本件協同組合、原告、Ｉ、Ｊ及びＦと本件労組は、平成２６年９月１日、一般貨物自動

車運送事業等を目的とする有限会社Ｐ（以下「Ｐ」という。乙１の５）の廃業問題につい

て、次の内容を含む合意をし、その旨の協定書を作成した（以下、当該協定書を「本件協

定書」といい、本件協定書に係る協定を「本件協定」という。乙８）。なお、本件協定書

に調印したのは、原告、Ｉ、Ｊ及びＦと本件労組である（以下、本件協定に調印した原告、

Ｉ、Ｊ及びＦを併せて「調印４社」という。）。 

    （ア）Ｐを廃止し、その正社員（組合員）７名中６名をＱ有限会社に移籍する。 

    （イ）正社員（組合員）７名中１名については、Ｊに移籍し、賃金等は調印４社の均等割り

で負担する。なお、調印４社の中に、破産、倒産、閉鎖ないし廃業となったものがある

場合には、その余の他社の均等割りとする。 

    （ウ）協定書の調印は、調印４社で行うが、本社協定の履行責任は、本件協同組合にもあり、

調印４社に限定したものではないことを確認する。 

    イ Ｐは、平成２６年９月●日、解散した（乙１の５）。 

    ウ 平成２６年当時、Ｐの従業員であったＲ（以下「Ｒ」という。）は、本件協定に基づき

Ｊに移籍し、遅くとも平成２７年以降、Ｂ等から給与の支払を受けた（乙１１、弁論の全

趣旨）。 
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    エ Ｒは本件労組の副執行委員長であり、平成２７年８月２４日には、生コンクリートの製

造販売等を目的とする株式会社Ｓ（以下「Ｓ」という。）の取締役に就任した。Ｒは、平

成３０年８月２８日、大津地区にあるＴ協同組合の理事長らと共謀し、生コンクリートの

調達を担う商事会社の男性支店長を脅したとして恐喝未遂の容疑で本件労組の執行委員長

外１名とともに逮捕され、同年１１月末頃にも大手住宅メーカーの施工現場において現場

責任者らに因縁をつけて工事を妨害したとして威力業務妨害の容疑で逮捕されるなどした

（甲１７、２４、乙１５）。 

  （３）本件調査費の支払 

    ア 原告は、平成２６年１０月２３日から平成３０年３月２２日までの間、Ｂ等に対し、市

場調査の名目での請求書に基づき、別紙１の「支出年月日」欄記載の各日に、「支出金額」

欄記載の各金額をＢ等の預金口座に送金した。また、Ｆ、Ｉも、Ｂ等に対し、毎月、上記

「支出金額」欄記載の各金額と概ね同額をＢ等の預金口座に送金した。（乙１２～１４、

３２） 

    イ 原告は、総勘定元帳において、本件調査費を別紙１の「計上年月日」欄記載の各日にお

いて、同「計上金額」欄記載の各金額を同「計上科目」欄記載の各科目のとおり計上した

（乙１２）。 

    ウ 原告は、平成３０年１１月２６日頃、Ｂに対し、同日付け解除通知書（以下「本件解除

通知書」という。）を発出した。本件解除通知書には、「弊社（原告）は、貴社（Ｂ）に市

場調査を依頼しておりましたが、平成２７年５月より本日に至るまでの間全く市場調査の

報告を履行されておられません。それにも拘わらず、弊社（原告）は、その間、調査費用

を支払って参りました。このような不合理な状況は継続させる正当な理由はありません。

よって、弊社（原告）は貴社（Ｂ）への支払を止めさせていただきます。」との記載があ

る。（甲１１） 

  （４）本件会費の支払 

    ア 原告は、平成２８年１２月から平成３０年４月までの間、本件委員会からの各請求書に

基づき、月額会費の名目で、別紙２の「支出金額」欄記載の各金額を本件委員会名義の預

金口座に送金した（乙１６～１８）。 

    イ 原告は、総勘定元帳において、本件会費を別紙２の「計上年月日」欄記載の各日におい

て、同「計上金額」欄記載の各金額を協同組合費として計上した（乙１６）。 

  （５）本件専従期間給与等の支払 

    ア 丁は、平成２９年６月１６日から平成３０年３月３１日までの期間（以下「本件専従期

間」という。）、原告の事業所に出勤することなく本件労組が使用する事務所で業務を行っ

ており（なお、丁が本件専従期間において行っていた業務の内容及びその評価には争いが

ある。）、原告の出退勤管理に使用される「個人別・成績表」に「組合用務」の押印をして

いた。 

      原告は、本件専従期間において、丁の勤務管理や業務に係る指揮命令はしていなかった。 

      （乙２１、原告代表者、弁論の全趣旨） 

    イ 原告は、丁の本件専従期間に係る給与、各種手当並びに健康保険料、厚生年金保険料、

介護保険料及び雇用保険料の事業主負担額（本件専従期間給与等）について、別紙３の

「支出金額」欄記載の各金額を支出し、平成３０年３月期事業年度に係る費用として計上
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した。（乙２２） 

  （６）本件各処分に至る経緯 

    ア 確定申告 

      原告は、本件各期間の法人税等及び消費税等について、いずれも法定申告期限までに、

下京税務署長に対し、別表１－１から１－３までの各「確定申告」欄記載のとおり、それ

ぞれ申告した。 

      その際、原告は、①本件調査費について本件各事業年度において別紙１のとおり業務委

託料等として計上した額をいずれも損金の額に計上し、消費税等の確定申告において、上

記のとおり業務委託料等として計上していた金額の全てを課税仕入れに係る支払対価の額

に含め、②本件会費について平成２９年３月期及び平成３０年３月期の各事業年度におい

て別紙２のとおり協同組合費として計上した金額をいずれも損金の額に計上し、消費税等

の確定申告において、上記のとおり協同組合費として計上していた金額の全てを課税仕入

れに係る支払対価の額に含め、③本件専従期間給与等について、平成３０年３月期事業年

度において別紙３のとおり費用として計上した金額のいずれも損金の額として計上し、消

費税等の確定申告において、上記のとおり費用として計上していた額の全てを課税仕入れ

に係る支払対価の額に含めていた。 

      （乙２３の１～４、乙２４の１～４） 

    イ 更正請求 

      原告は、平成２８年７月４日、下京税務署長に対し、平成２７年３月期課税期間の消費

税等について、別表１－３「更正の請求」欄記載のとおり、本件共同組合に対する数量賦

課金、数量調整金及び特別賦課金について課税仕入れに係る支払対価であるにもかかわら

ず当該賦課金全額を非課税取引に係る支払対価としていたとして、更正の請求をした（乙

２５）。 

      下京税務署長は、同月２６日、別表１－３「更正処分（更正の請求）」欄記載のとおり、

原告の上記更正の請求に対し、原告の請求を認める旨の更正処分をした。 

    ウ 修正申告 

      原告は、平成２８年７月２０日、平成２７年３月期及び平成２８年３月期の法人税等に

ついて、別表１－１の「修正申告」欄記載のとおり、修正申告をした（乙２６の１・２）。 

    エ 更正処分 

      下京税務署長は、令和２年６月２４日、本件各期間の法人税等及び消費税等について、

それぞれ別表１－１から１－３までの各「更正処分等（質問検査）」欄記載のとおり、本

件各処分をした（甲１～９）。 

  （７）本件訴えの提起等 

    ア 原告は、令和２年９月１０日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の全部取消しを求

めて審査請求をした（乙２８）。 

      国税不服審判所長は、令和３年９月６日、原告の上記審査請求を棄却する旨の裁決をし

た（甲１０）。 

    イ 原告は、令和４年２月８日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

  ３ 本件各処分の適法性に関する被告の主張 

    別紙「被告の主張する本件各処分の適法性」記載のとおりである。 
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    なお、原告は、本件訴訟において、後記４の争点に関する部分を除き、その計算の基礎とな

る金額及び計算方法を争っていない。 

  ４ 争点 

  （１）本件各金員の寄附金該当性の有無（争点１） 

  （２）本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有無（争点２） 

  （３）重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無）（争点３） 

  ５ 争点に関する当事者の主張 

  （１）争点１（本件各金員の寄附金該当性の有無） 

    （被告の主張） 

    ア 法人税法３７条７項に定める「寄附金の額」とは、民法上の贈与に限られるものではな

く経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与といい、

これは金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転することであり、その行為

について通常の経済取引として是認することができる合理的な理由が存在しないものをい

う。 

    イ 本件労組の活動等について 

      原告は、本件各金員の支払につき、本件労組の活動や原告と本件労組との関係が影響し

ていると主張する。 

      しかし、本件では、本件各金員が、「寄附金の額」に該当するか否かを検討すれば足り、

本件労組の活動や原告と本件労組との関係を論じる必要性はない。 

      そして、仮に本件労組の活動等が背景にあるとしても、本件労組によるコンプライアン

ス啓蒙活動と称する活動は、原告が主張するような生コンクリートの製造・販売業界全体

のコンプライアンスの向上を図るためのものではなく、事業者に対する妨害行為、嫌がら

せ行為である。 

      原告は、本件各金員は本件労組が原告の企業活動を妨害する行為に出ないようにするた

めの解決金の性質を有すると主張するところ、このような性質の金員は、本件労組が原告

の企業活動等を違法に妨害しないことの対価であって公序良俗に反する支出である。そう

すると、本件各金員の支払は、法人税法の損金に該当せず、ましてや上記のような事情は、

経済的合理性を有する支出であることの理由付けとなる事情にも当たらない。 

    ウ 本件各事業年度の損金の額に算入した本件調査費について 

    （ア）本件調査費は、市場調査費という名目でＢ等に支払われたものであるが、原告代表者

が、名目上は市場調査となっているものの、実際には本件労組の副委員長であるＲの給

与相当分をＢと原告その他の２社で分割して負担するものであると述べ、丙元取締役も

原告代表者と同趣旨の供述をし、かつ、市場調査というのはでたらめで税務署対策であ

る旨述べ、Ｋも本件協定書に基づいて本件労組の専従者１名、すなわちＲの給与相当額

をＢと原告その他２社で４等分して負担しているものである旨述べている。そして、原

告代表者らの上記供述は、いずれも本件協定書の内容と整合し、かつ、Ｂ等がＲに対し

て給与を支払うようになった時期も本件協定締結後の平成２７年度からであり、これら

の供述からすれば、本件調査費は、市場調査費という名目に仮装して、実際には本件協

定により原告が負担することとなったＲの給与分の金銭であり、これをＢに振り込んだ

ものというべきである。 
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       原告は、本件調査費は、原告がＢ等との間で締結した市場調査業務に係る業務委託契

約（以下「本件業務委託契約」という。）を締結しており、Ｂ等に対する本件調査費の

支払は、本件業務委託契約に基づくものであると主張する。しかし、原告は、Ｂ等に何

ら市場調査業務を依頼しておらず、また、Ｂ等も何らかの市場調査業務を行わず、原告

に対する報告もしていないことからすると、本件業務委託契約はその実態のないもので

あったというべきである。このことは、原告が本件解除通知書において、平成２７年５

月以降、市場調査の報告を履行していない旨記載していることからも裏付けられている。 

       上記のとおり、本件調査費は、原告がＢ等に対して委託した市場調査の対価として支

払われた費用ではなく、Ｒの給与相当分のうちの原告負担分であるところ、原告がＢ等

の従業員であるＲの給与を負担すべき理由はない。 

       したがって、原告がＲの給与相当分を支払う行為について通常の経済取引として是認

することができる合理的理由は存在せず、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の

資産の譲渡又は経済的利益の供与に当たるから、本件調査費は寄附金の額に該当する。 

    （イ）原告の主張について 

       原告は、Ｒが自身が役員を務めるＳが属するＬの顧客の一部を原告に紹介しており、

本件業務委託契約に基づく市場調査業務が履行されていたと主張する。 

       しかし、そもそも新規顧客の獲得は市場調査の目的ではあり得ても、顧客のあっせん

業務は市場調査業務に当たらない。この点を措くとしても、実際にあっせん業務がされ

ているのであれば、報告に代わる顧客の紹介がされているはずであるが、原告がＢ等に

宛てた本件解除通知書には、全く市場調査の報告を履行していない旨の記載があり、矛

盾し、原告が本件調査費の支払をすることで新規顧客を獲得できたことを示す証拠はな

い。また、本件調査費の支払は、遅くとも平成２６年１０月２３日であるが、ＲがＳの

取締役に就任したのは平成２７年８月２４日であり、本件業務委託契約締結時において

Ｒは原告のいう市場調査業務を行う立場になく、市場調査業務を実際にすることができ

るか否かが不確定であるにもかかわらず、本件業務委託契約を締結したことになり、不

自然である。さらに、この点を措くとしても、ＲはＳの取締役としての立場で原告に対

し顧客の紹介をしたと評価するのが合理的であり、Ｂ等による役務の提供に当たらない。 

    エ 平成２９年３月期及び平成３０年３月期の各事業年度の損金の額に算入した本件会費に

ついて 

    （ア）本件委員会は活動実態のない団体であり、本件会費が寄附金の額に当たること 

       原告代表者は、本件委員会が本件労組に対する組合対策費（以下「労組対策費」とい

う。）を捻出するために設立された団体であると述べ、丙元取締役も、本件会費が実際

は労組対策費であり、本件委員会自体は実体がない旨述べ、Ｉ代表者も同旨の供述をし

ていた。これらの供述は、Ｉの取締役工場長兼統括部長であったＵ取締役（以下「Ｕ取

締役」という。）が、本件労組に対して支払う金員につき、法人税の負担を軽減される

とともに、各事業者において本件労組に支払うことの煩わしさを回避するために便宜的

に設立された団体である旨述べていることとも整合する。 

       そして、本件委員会については設立総会議事録、総会に関する臨時総会議事録及び平

成２９年１０月期及び平成３０年１０月期の各決算報告書が存在するものの、いずれの

議事録もＫの指示により持ち回り決裁の方法で作成され、実際に設立総会や臨時総会が
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開催された事実がなく、平成２９年１０月期の決算報告書は清算に関する臨時総会議事

録の体裁を整えるため作成されたものであり、平成３０年１０月期の決算報告書も、領

収書等の原始記録を確認することなくＫが持参したメモ書き程度の資料を基に税理士が

作成したものであり、いずれも本件委員会の具体的な活動を示す資料ではなく、その他、

本件委員会の具体的な活動を示す資料は存在しない。 

       そうすると、本件委員会は、労組対策費を支払うために設立された委員会であり、本

件規約に記載されたような活動の実態はなく、独立した団体として具体的な活動は行っ

ていなかったといえる。 

       以上によれば、本件委員会に対する本件会費の支払は、その支払に係る金銭を対価な

く、本件委員会に移転したものであり、その行為に通常の経済取引として是認すること

ができる合理的理由は存在しないから、本件会費は寄附金の額に当たる。 

    （イ）原告の主張について 

       原告は、本件委員会が、各協同組合間の調整を目的とし、本件委員会の委員長であっ

たＫがこれに従事していたと主張するが、Ｋは、本件協同組合の理事の肩書きをもって

他の協同組合と交渉しており、仮にＫが、各協同組合間の利害調整等をした事実があっ

たとしてもＫの活動は本件委員会の活動ではなく、本件協同組合の活動である。また、

Ｋは、本件協同組合の担当者の立場では他の協同組合との関係で説得力がないことから

本件委員会を設立したと述べているが、本件協同組合と本件委員会はその出資者が同一

であり、実質的に同一と評価されることは明らかであって、Ｋの供述は不自然、不合理

である。 

       原告は、本件委員会のような業界内団体に対する会費は、会費と団体の役務との間に

明確な対価関係が存在しないのが通常であると主張する。しかし、本件委員会は活動実

態のないものであることは前記（ア）のとおりであり、原告の主張はその前提を欠く。 

    オ 平成３０年３月期事業年度の損金の額に算入した本件専従期間給与等について 

    （ア）原告は、本件専従期間給与等を支出することにより、本件労組が負担すべき費用を本

件労組に代わって負担したものであるところ、原告は、本件専従期間給与等を負担する

ことによる対価とみるべき資産の譲渡又は役務の提供を受けておらず、このことにつき、

通常の経済取引として是認することのできる合理的な理由は存在しない。 

       よって、本件専従期間給与等は寄附金の額に当たる。 

    （イ）原告の主張について 

       原告は、丁が本件専従期間においても、原告のために業務を行っており、丁の上記労

務の提供に対する給与等を支払う必要があると主張する。しかし、丁は、本件専従期間

において、本件分会の組合業務に専従しており、原告のいう原告のための業務の内容は

判然とせず、原告に対して労務の提供をしていない。 

    （原告の主張） 

    ア 本件労組の活動及び本件労組に対する金銭の支払について 

      本件労組は、事業者に対する抗議活動やストライキ等により、労働者の地位の向上を図

る活動のほか、生コンクリートの搬入現場において、事業者がコストカットのために生コ

ンクリートに一定量の水を混入するなどして強度の不足する劣悪な品質の商品を納入する

等といった違法行為が行われていないかを確認し、業界全体のコンプライアンスの向上を
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図る活動（以下「コンプライアンス啓蒙活動」という。）を行っていた。また、特に事業

者に対して要求を行う際に、適正な労働行為の範囲を超えて、生コンクリートの特性（水

分に触れると短時間で固まる性質を有しており、生コンクリートが固まりきる前に作業を

完了する必要があるという特性）により、現場が短時間でもストップすると深刻な事態と

なることを逆手にとって、現場にコンクリートを搬入する車両の前に立ちふさがる等の妨

害活動を繰り返していた。 

      そこで、原告としては、本件労組の要求に従って金銭の支払を行わなければ、企業活動

に対する致命的な妨害がされることが不可避であったこと及びコンプライアンス啓蒙活動

はあくまで理念としては事業者においても共感できるものであり、かつ、これを推進する

ことは事業者の利益に適うことから、本件労組に対する金銭の支払は、独立した企業とし

て経済合理性を有するものであった。 

    イ 本件各事業年度の損金の額に算入した本件調査費 

    （ア）原告は、前記アのような背景を前提に、本件労組との折衝の末、本件協定を締結し、

Ｒの給与相当分の一部を負担することになったが、本件調査費の支払はＲの給与相当分

の一部の負担を市場調査業務に仮装したものではない。 

       原告としては、Ｒの給与相当分の一部を負担することを前提としつつ、Ｂ等に市場調

査業務を委託して業務委託料を支払い、これを原資としてＢ等がＲに給与を支払うこと

としたものである。そして、原告は、実際、Ｂ等との間で、市場調査業務すなわち原告

の顧客拡大を内容とする本件業務委託契約を締結し、Ｂ等の従業員であったＲが自身が

役員を務めるＳが属するＬの顧客の一部を原告に紹介し、原告は本来受注することがで

きない本件協同組合以外の協同組合に属する顧客から受注することができるようなった。

このように、Ｂ等は、本件業務委託契約に基づき市場調査業務を履行しており、原告は

役務の提供を受けていた。 

    （イ）被告の主張について 

       被告は、丙元取締役が、本件調査費は、実際には本件労組のＲの給与負担金であり、

市場調査などというのはでたらめなもので税務署対策であるとの発言を基に、本件調査

費は実際にはＲの給与相当分であり、市場調査費という名目を仮装したものにすぎない

と主張する。 

       しかし、丙元取締役は、原告の代表取締役に就任したいという希望を有していたとこ

ろ、原告代表者が異論を述べ、結局原告の代表取締役に就任することができないという

経緯があり、原告について虚偽ないし過剰な供述を行う動機がある。そして、原告代表

者及びＫは、原告が市場調査に係る役務の提供を受けていないとは述べておらず、丙元

取締役のみが、上記のような供述をしていることからしても、丙元取締役の上記供述は

信用することができない。 

    ウ 平成２９年３月期及び平成３０年３月期の各事業年度の損金の額に算入した本件会費 

    （ア）本件委員会の活動内容及び活動実態 

       生コンクリート製造・販売業界においては、品質維持及び価格安定のために協同組合

が重要な役割を有しており、協同組合が顧客である建設会社との繋がりを有している状

況であるところ、協同組合が同一商圏内に複数存在する場合、顧客の奪い合いが生じ、

過当競争による品質の低下を防止しようとした趣旨が害されかねない。そこで、本件委
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員会において各協同組合間の調整を行うこととし、その業務執行はＫに一任されていた。

Ｋも、税務上問題とならないように本件委員会を設立した側面は否定できないが、他の

協同組合と情報を共有して、現場に他の組合のミキサー車が入ってきていないかチェッ

ク等していたと供述するなど、本件委員会の具体的な活動について述べており、これを

裏付けている。また、本件委員会の活動により生コンクリートの価格も改定されている

ところ、これは本件委員会が活動実態を伴うことの証左である。 

       本件委員会から本件労組に何らかの金銭が流れたことは否定できないが、生コンクリ

ート製造・販売業界においては、いかなる活動においても本件労組の存在を念頭に置く

必要があり、Ｋが、本件労組との間の個人的ネットワークを活かして、本件委員会の活

動をし、本件労組への対応も担っていたのであるから、本件委員会から本件労組に何ら

かの金銭の支払がされていたとしても、本件会費を支払うことは企業経営上極めて合理

的判断である。 

    （イ）被告は、本件委員会が作成した設立総会議事録、清算に関する臨時総会議事録並びに

平成２９年１０月期及び平成３０年１０月期の各決算報告書は、本件委員会の具体的活

動を示すものではないと主張する。 

       しかし、上記各決算報告書には、多額の金員につき具体的な使途を示した支出の内訳

書が作成されている上、上記各決算報告書は委任契約上の善管注意義務を負う税理士が

具体的な資料に基づいて作成したものであることからすると、上記各決算報告書はいず

れも信用でき、その記載に相当する活動があったことを裏付けている。上記各議事録に

ついても、持ち回り決裁の方法により議事録が作成されることはままあるところであり、

かつ、本件委員会はいわゆる任意組合であり、その意思決定の手続につき法律上の規定

は何ら存在しないことからすると、会議体を開催する法的要請はなく、持ち回り決裁の

方法により当該議事録記載のとおりの意思決定をしたと評価すべきであるから、上記各

議事録が持ち回り決裁の方法により作成されたことにより本件委員会の活動実態がない

ということにならない。 

       被告は、本件委員会から役務の提供を受けたことがないという原告代表者及びＩ代表

者の供述から本件委員会の活動実態がなかったと主張するが、本件委員会のような業界

内団体に対する会費は、会費と団体の役務との間に明確な対価関係が存在しないのが通

常であり、原告代表者及びＩ代表者の上記供述は、その意味で役務の提供を受けたこと

がないと述べるものにとどまる。 

    エ 平成３０年３月期事業年度の損金の額に算入した本件専従期間給与等 

      丁は、本件専従期間において、原告の事業場に出勤することなく、本件労組が通常使用

している事務所等で業務執行をしており、原告の事業場に出勤しないという意味で「個人

別・成績表」に「組合用務」との押印をしていた。 

      しかし、これは、丁が本件専従期間において、原告の業務を完全に離れ、労働組合のた

めだけの業務を行っていたことを意味するものではない。すなわち、本件労組は、事業者

との間で熾烈な対立関係にあった一方、事業者のための活動であるコンプライアンス啓蒙

活動をしており、丁もこの意味で原告のための業務をしていたものである。また、事業者

が、専従者の給与等の支払を拒んだ場合には、本件労組の執拗な活動により事業者が致命

的なダメージを負うことは不可避であるから、この点からも、本件専従期間給与等を支払
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う経済的合理性がある。 

  （２）争点２（本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有無） 

    （被告の主張） 

    ア 課税仕入れに係る支払対価 

      課税仕入れに係る支払対価は、その支払について反対給付である資産の譲受け若しくは

借入れ又は役務の提供がされていることを要する。 

    イ 本件各課税期間の本件調査費について 

      前記（１）（被告の主張）ウのとおり、本件調査費の支払は、Ｒの給与相当分の一部を

負担するものであり、実際に、Ｂ等が原告に対して市場調査業務に係る役務の提供をした

わけではなく、Ｒも原告に対して何らか役務の提供をしたものでもないから、反対給付が

認められず、本件調査費は、課税仕入れに係る支払対価に当たらない。 

    ウ 平成２９年３月期課税期間及び平成３０年３月期課税期間の本件会費 

      前記（１）（被告の主張）エのとおり、本件会費は、活動実態のない本件委員会に対し

支払った金員であり、原告は、本件委員会から本件会費の対価とみるべき役務の提供を受

けておらず、反対給付が認められないから、本件会費は、課税仕入れに係る支払対価に当

たらない。 

    （原告の主張） 

    ア 本件各課税期間の本件調査費 

      前記（１）（原告の主張）イのとおり、本件調査費は、本件業務委託契約に基づきＢ等

がした市場調査業務の対価であるから、本件調査費は課税仕入れに係る支払対価に当たる。 

    イ 平成２９年３月期課税期間及び平成３０年３月期課税期間の本件会費 

      前記（１）（原告の主張）ウのとおり、本件委員会は、各協同組合間の利害調整を行う

ための活動をしており、本件会費は、その対価であるから、本件会費は課税仕入れに係る

支払対価に当たる。 

  （３）争点３（重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無）） 

    （被告の主張） 

    ア 本件調査費 

    （ア）原告は、本件調査費について、原告からの委託に基づきＢ等から役務の提供を受けた

として、本件各事業年度の損金の額に算入し、また、本件各課税期間の仕入税額控除の

対象としていた。 

       しかし、原告は、Ｂ等から役務の提供を受けておらず、本件協定に基づきＲの給与相

当分のうち原告負担分として本件調査費を支払ったものであるから、原告は、本件調査

費が市場調査業務の対価でないことを知りながら、本件調査費に係る支出の全部を総勘

定元帳に市場調査に係る費用として計上していた。 

       このように原告は、本件調査費がＢ等から市場調査業務を受けた対価であるように装

って、事実を歪曲し、その歪曲した事実に基づき本件各事業年度の法人税、本件課税事

業年度の地方法人税及び本件各課税期間の消費税等の各確定申告書を提出している。そ

して、上記各確定申告書の内容は、本件調査費が寄附金の額に当たり、かつ、課税仕入

れに係る支払対価に該当しないことを前提にした実際の内容よりもいずれも過少に申告

したものとなっており、通則法６８条１項に規定する事実を「仮装」し、その「仮装し
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たところに基づき納税申告書を提出した」ものと認められる。 

    （イ）原告の主張について 

       原告は、原告代表者は本件調査費の内容を知らず、仮装の認識がなかったと主張する

が、原告代表者は、本件調査費の支払に係る支払決議書に社長又は副社長として押印し、

その支払を認識している上、Ｂ等は市場調査業務を行う会社ではなく、原告がＢ等に市

場調査業務を依頼する理由がないことからすると、原告代表者は、原告の副社長在籍期

間中において、本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識していた。また、

この点を措くとしても、会社の経営に参画する役員や会社の重要な業務の責任者である

など、法人の業務において重要な地位を占め、その者の行為を法人の行為と同視しうる

自然人が行う隠蔽・仮装行為は、当該法人の隠蔽・仮装行為とみるべきであるところ、

原告の取締役であった丙元取締役は、本件調査費が、名目上は市場調査であるものの、

その実際はＲの給与相当分を調印４社において分割負担するものであることを承知して、

その支払を承諾しており、丙元取締役自身も市場調査という名目は税務署対策にすぎな

いと述べていることからすると、原告代表者に仮装の認識がないとしても、丙元取締役

において本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識していた以上、原告にお

いて、仮装の認識があったというべきである。 

    イ 本件会費 

    （ア）本件会費は、業界内団体の通常の会費とは異なり、そもそも活動実態のない団体に対

する会費であるにもかかわらず、原告は、本件会費を協同組合費としてあたかも通常の

会費であるかのように故意に仮装し、その仮装した事実に基づいて、平成２９年３月期

及び平成３０年３月期の各事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税並びに平

成２９年３月期及び平成３０年３月期の各課税期間の消費税等の各確定申告書を提出し

ている。そして、上記確定申告書の内容は、本件会費が寄附金の額に当たり、かつ、課

税仕入れに係る支払対価に当たらないことを前提とした実際の内容よりもいずれも過少

に申告した内容となっており、通則法６８条１項に規定する事実を「仮装」し、その

「仮装したところに基づき納税申告書を提出した」ものと認められる。 

    （イ）原告は、原告代表者には仮装の認識がなかったと主張するが、丙元取締役は、本件会

費は労組対策費であり、本件委員会から何らの役務の提供もなく、税務署対策のために

設立されたものであると述べるとともに、本件会費の支払を合意したその日に原告代表

者にもその旨を伝えたと述べており、原告代表者は、本件委員会が活動実態を伴わない

ことを前提として設立されたことを認識した上で、本件会費を支払っていたのであり、

仮装の認識があったというべきである。 

    （原告の主張） 

    ア 「隠蔽し、又は仮装」の認識について 

      通則法６８条１項所定の「隠蔽し、又は仮装し」たというためには、納税者において、

事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装するということを認識していたこと、すなわち故

意を要すると解される。 

    イ 本件調査費について 

      前記（１）（原告の主張）イのとおり、原告は、Ｂ等との間で本件業務委託契約を締結

し、Ｂ等の従業員であるＲにおいて、市場調査業務（原告の顧客拡大）を履行している。
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そして、原告は、Ｂ等に対し、本件業務委託契約に基づいて、正当な業務提供の対価とし

て業務委託料を支払っているのであり、それを総勘定元帳の「借方科目」欄の各科目のと

おり計上することは当然のことである。そして、これを前提に、本件Ｂ等に支払った本件

調査費を損金に計上し、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価としたことに何ら事実の

歪曲はない。 

      また、本件業務委託契約が締結されたのは遅くとも平成２７年５月頃であり、その当時、

原告代表者は原告の代表取締役に就任していなかった。原告代表者は、原告前代表者から

引き継いで本件調査費を総勘定元帳に計上していたのであり、事実を歪曲するという認識

はなかった。 

      以上のとおり、原告代表者が本件調査費を総勘定元帳の「借方科目」欄の各科目のとお

り計上することは故意により事実を仮装したものではない。 

    ウ 本件会費について 

      本件会費を協同組合費として計上することが「仮装」に当たるというためには、本件委

員会が全く活動実態のないものであり、かつ、原告代表者がそのことを認識しながら、本

件委員会に対し本件会費を支払ったことが認められることを要する。 

      しかし、本件委員会が様々な具体的な活動をしていたことは、前記（１）（原告の主張）

ウのとおりであり、原告が、本件委員会に対し、本件会費を支払い、これを協同組合費と

して計上することが故意による仮装に当たるとはいえない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点１（本件各金員の寄附金該当性の有無）について 

  （１）法人税法３７条の趣旨及び寄附金の意義 

     法人税法３７条が定める一定金額を超える寄附金の額の損金不算入制度は、法人が支出し

た寄附金の全額を無条件で損金に算入することを認めるとすると、法人税の減収を招き、国

の財政収入に支障を来すだけでなく、寄附金の出捐による法人の負担が法人税の減収を通じ

て国に転嫁され、課税の公平上適当ではない一方で、法人が出捐する寄附金には、それが法

人の収益を生み出すのに必要な費用としての側面を有するものの、これを客観的に判定する

ことが困難であることから、統一的な損金不算入限度額を設け、これを超える部分の金額を

損金の額に算入しないこととしたものと解される。そして、寄附金の意義について、同条７

項は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金

銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与と規定していることからすると、同

項の「経済的な利益の贈与又は無償の供与」とは、経済的にみて贈与と同視し得る資産の譲

渡又は利益の供与をいうものと解すべきであり、経済的にみて贈与と同視し得る資産の譲渡

又は利益の供与に当たるか否かは、資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であっ

て、その行為について通常の経済取引として是認することができる合理的な理由が存在しな

いものといえるか否かにより判断すべきである。 

  （２）本件調査費について 

    ア 本件調査費の寄附金該当性 

    （ア）本件協定と本件調査費の支払について 

       前記前提事実（２）および（３）アによれば、平成２６年９月●日にＰが解散し、本

件協定に基づきＰの従業員であったＲがＪに移籍したこと、原告は、同年１０月から、
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市場調査に係る対価との名目で別紙１の「支出金額」欄記載のとおり、Ｆ、Ｉとともに

Ｒの給与相当分の４分の１に相当する金額をＢ等に対して継続して振り込んで支払って

いたことが認められる。そして、上記金員の支払がＰの解散直後からされていること、

本件協定書の内容と整合するものであることからすると、上記金員、すなわち本件調査

費は、本件協定に基づき原告が負担するとされたＲの給与の均等割り負担分として支払

われたものと認められる。 

    （イ）本件業務委託契約について 

       本件業務委託契約については、契約書が作成されていないことにつき当事者間に争い

はないものの、前記前提事実（２）および（３）ア、ウによれば、Ｂ等は、原告に対し

て市場調査の名目で請求書を送付し、原告は、上記請求書に基づき別紙１の「支出金額」

欄記載の支払をしていたこと、原告は、Ｂに対し、本件調査費の支払を止めるに際して

本件解除通知書を発出したことからすれば、原告とＢ等との間では、外形的には本件業

務委託契約を締結する旨の口頭での合意があったものと認められる。 

       しかし、前記前提事実（３）ウのとおり、本件解除通知書（平成３０年１１月２６日

付け）には、Ｂが平成２７年５月より本日に至るまでの間全く市場調査の報告を履行し

ておらず、そのような中で調査費用を支払ってきたが、そのような不合理な状況を継続

させる正当な理由はない旨の記載があり、かつ、原告がＢ等から市場調査業務に係る役

務の提供を受けていたことを認めるに足りる的確な証拠もないから、少なくとも上記の

期間、Ｂ等による本件業務委託契約に基づく委託業務の履行はなかったものと認められ

る。そうすると、原告は、少なくとも３年６月以上もの間にわたり、反対給付である委

託業務の履行がなかったにも関わらず、調査費用の支払を継続していたものであり、こ

のような経過からすれば、本件業務委託契約は、もともとＢ等による市場調査という委

託業務の履行がないことを契約当事者双方が予定したものであり、実体を伴わないもの

であったといわざるを得ない。 

       また、証拠（乙６）によれば、丙元取締役は、下京税務署職員に対し、本件調査費は、

実際には本件労組のＲの給与負担金であり、原告はＢ等に対し何らの市場調査も依頼し

ておらず、それに対するどのような報告も受けたことがない、市場調査などというのは

でたらめなもので税務署対策である、と供述しているところ、この供述は、上記認定と

も整合する。 

       加えて、上記（ア）のとおり、原告は、Ｂ等に対し、本件業務委託契約の存否にかか

わらず、本件協定に基づきＲの給与の均等割り負担分の支払をせざるを得ない立場にあ

ったもので、Ｂ等に対する上記支払について経理処理上の名目を整える必要があったこ

とが認められる。 

    （ウ）小括 

       以上によれば、原告とＢ等は、本件協定に基づくＲの給与の均等割り負担分の支払に

つき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委託契約の締結という外形を作出した

ものにすぎないから、本件業務委託契約の締結は、市場調査業務の委託の実体を伴わな

い虚偽表示によるものというべきであり、本件調査費の支払は、本件協定に基づくＲの

給与の均等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委託契

約に基づく支払という外形を作出し、市場調査費という名目を仮装したものにすぎない
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というべきである。 

    イ 原告の主張について 

    （ア）原告は、Ｂ等の従業員であったＲが市場調査業務に従事しており、原告はＢ等から本

件業務委託契約に係る役務の提供を受けていたと主張し、原告代表者もこれに沿う供述

をする。 

       しかし、原告代表者の上記供述は、原告が平成２７年５月以降全く役務の提供を受け

ていない旨記載された本件解除通知書の記載と整合しない。また、本件業務委託契約が

実体を伴うものであり、原告が本件業務委託契約に基づく市場調査業務の対価として本

件調査費の支払をしたというのであれば、下京税務署職員による聞き取りの際に、原告

代表者あるいは丙元取締役から上記事情について説明があってしかるべきであるところ、

上記事情に関する具体的な説明はされていない。むしろ原告代表者は、下京税務署職員

に対する聞き取りでは、市場調査費というのはあくまで名目であって、その実質はＲの

給与の均等割り負担分の支払である旨の発言をしていたにもかかわらず、本件訴訟が提

起されて以降、Ｒによる市場調査業務の履行の実態について説明するようになった経過

に鑑みると、この点に関する原告代表者の供述は直ちに信用することができない。 

    （イ）また、原告は、Ｒが取締役を務めていたＳが所属するＬの顧客の一部の紹介を受けた

とも主張する。 

       しかし、そもそもＲがＳの取締役となったのは平成２７年８月２４日であり（前記前

提事実（２）エ）、本件調査費の支払がされるようになった平成２６年１０月当時にお

いてはＲが市場調査業務を履行し得るのかが不確定である上、本件調査費の支払を開始

して以降約１０か月間にわたり何ら役務の提供がなかったことになる。そして、仮に原

告が主張するようにＬの顧客から受注を受けることができるようになったとしても、こ

れがＲによるものであることを裏付ける的確な証拠もなく、原告が実際にＬの顧客から

受注ができるようになったとする時期も、証拠（甲２５）によれば平成２９年１２月頃

からであり、本件業務委託契約に基づく本件調査費の支払の開始から約３年が経過した

後であることになる。 

       そうすると、この点に関する本件訴訟提起以降にされた原告代表者の供述は、合理的

理由なく変遷しており、また的確な裏付けもないから採用することができず、原告がＢ

等から本件業務委託契約に係る役務の提供を受けていたとは認められない。 

    ウ 以上によれば、本件調査費の支払は、本件協定に基づくＲの給与の均等割り負担分の支

払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委託契約に基づく支払という外形を

作出し、市場調査費という名目を仮装したものであると認められる。 

      そうすると、本件調査費の支払は、本来Ｂ等が負担すべきＲの給与の一部をＲと雇用関

係にない原告が負担するものであり、原告がその資産又は経済的利益を対価なくＢ等に移

転する場合であって、通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在せず、

経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与に当たるか

ら、本件調査費は寄附金の額に該当するというべきである。 

  （３）本件会費について 

    ア 認定事実 

      本件会費について、前記前提事実のほか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下
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の事実が認められる。 

    （ア）Ｋは、平成２８年当時、Ｊの代表取締役であり、本件協同組合の理事でもあった（乙

１の３、３）。 

    （イ）Ｋは、本件協同組合の加盟６社に本件委員会の設立を提案し、平成２８年１１月●日、

本件委員会を設立した。 

       設立総会議事録（甲１２）には、本件委員会の規約を定めて本件委員会を設立すると

ともに、会費の額及びその支払方法を定め、Ｋを委員長に選任し、その他役員は後日選

任する旨を議決した旨の記載がある。（甲１２、３０、乙５） 

    （ウ）平成２８年当時、本件労組に対する労組対策費の相場は、生コンクリート出荷数量１

㎥あたり２００円とされており、労組対策費とは、本件労組からの嫌がらせで、ストラ

イキや工事妨害等を受けないために会社が負担する費用であった。 

       本件委員会の会費は、平成２８年１１月当時、加盟６社それぞれの生コンクリート出

荷数量１㎥あたり２００円であったが、平成２９年４月以降は１㎥あたり５００円とな

り、同年８月以降は１㎥あたり４００円となり、加盟６社は、本件委員会からの請求書

に基づき、本件委員会の預金口座に振込送金して会費を支払っていた。 

       （乙５、１０、１７、１８） 

    （エ）Ｋは、本件委員会が設立されてから解散するまでの間、本件委員会の委員長であり、

本件委員会の活動については、加盟６社から一任されていた。 

       Ｋは、本件労組の副執行委員長であるＲの指示に従い、本件委員会の預金口座から、

株式会社Ｖに対する月額１１３万４０００円の振込支払、他社に対する月額１２０万円

の振込支払等を定期的に行っていたほか、Ｒに要求される都度１００万円単位の現金を

手渡しするなどしていた。 

       （甲６、１２、乙５、１８、弁論の全趣旨） 

    （オ）Ｒは、前記前提事実（２）エのとおり、平成３０年８月２８日、本件労組の執行委員

長外１名とともに、滋賀県大津市の現場での恐喝未遂等により逮捕された（甲１７、乙

１５）。 

    （カ）本件委員会は、平成３０年１０月●日、解散し、同年１１月●日、清算した。同日付

け清算に関する臨時総会議事録（乙４）には、決算報告書を承認し、残余財産の清算・

返金をすること等が承認された旨の記載があり、後記（キ）の平成３０年１０月期分の

決算報告書が添付されていた。（乙３、４） 

    （キ）Ｗ税理士は、平成３０年１１月頃、Ｘ弁護士からの依頼を受け、Ｋにヒアリングをし

た上で、平成２９年１０月期分（平成２８年１１月１日から平成２９年１０月３１日ま

で）及び平成３０年１０月期分（平成２９年１１月１日から平成３０年１０月３１日ま

で）の各決算報告書を作成した。 

       上記各決算報告書には、各期の収入（会費収入及び受取利息）のほか、支出として、

旅費交通費、接待交際費（政策協力金等）、事務用品費、支払手数料、調査費（株Ｖ他）、

研修費及び雑費の一般管理費について細目及び金額が記載され、特別損失として●●協

組立替補填金が計上されている。そして、上記支出のうち、調査費（株Ｖ他）と接待交

際費（政策協力金等）の合計は、各期の一般管理費合計の約９３ないし９７％を占めて

いた。 
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       （甲１４、１５、３０、乙５、７、４２、４８） 

    イ 検討 

    （ア）前記認定事実（ウ）ないし（キ）によれば、本件委員会の会費は、設立当初から、本

件労組に対する労組対策費の相場に依拠して定められていたこと、Ｋは、本件委員会の

会費が振り込まれた預金口座から、本件労組の副執行委員長であるＲに言われるがまま

に本件労組に対して支払を行っていたこと、本件委員会は、Ｒが逮捕されて労組対策費

を支払う必要がなくなって間もなく解散したことが認められる。 

       そして、Ｋは、本件委員会の預金口座からの振込支払及び現金出金の全てが本件労組

に支払われていた旨供述しているところ（乙５）、上記認定に加えて証拠（甲１４、１

５、３０、乙５）によれば、決算報告書（甲１４、１５）の記載内容を前提としても、

調査費（株Ｖ他）は、Ｒに言われるがままに本件労組の組合員が所属する会社に対して

給与等として支払われたものであり、接待交際費（政策協力金等）は、原告による交渉

の場にＲや本件労組の組合員が同席することがあり、そのような交渉の際の会食等を含

めた接待交際費や、政策協力金等として本件労組のために支払われたものと認められ、

このような本件労組のための支払が本件委員会の各期の一般管理費合計の約９３ないし

９７％を占めていたというのであるから、上記Ｋの供述は信用性がある。 

       このような本件委員会の収支等の内容からすると、本件委員会は、本件労組に対する

労組対策費を捻出することを目的として設立され、実際にも、専ら本件労組に対する労

組対策費を支出する活動のみを行っていたというほかなく、本件委員会が上記以外の活

動を行っていたものと認めるに足りない。 

    （イ）また、証拠（乙６、１０、２９）によれば、原告代表者、丙元取締役及びＩ代表者の

いずれもが本件委員会は労組対策費の捻出及び税務署対策のため設立されたものである

述べていることが認められ、証拠（乙４１）によれば、Ｕ取締役も従前から本件協同組

合において本件労組に支払った金額が税務調査において否認されており、組合員各社に

おいて本件労組から費用負担要求に対応することの煩わしさもあったことから、本件委

員会に会費を集めて、本件協同組合の上記課税上の問題と併せて対応するため、本件委

員会を設立した旨述べていることが認められ、これらも上記（ア）の認定と整合する。 

    （ウ）以上によれば、本件会費は、本件労組に対する労組対策費として支払われたものにす

ぎず、その対価として原告が本件委員会から役務の提供を受けていたものとは認められ

ない。 

    ウ 原告の主張について 

    （ア）原告は、本件委員会は、各協同組合間の調整により生コン業界における生コンの値上

げを目的とし、Ｋは、上記業務に従事していたから、本件委員会は上記目的に係る活動

実態を伴うものであった旨主張する。そして、証拠（甲３０、４５、乙５）によれば、

Ｋは、下京税務署職員に対し、本件委員会の目的の一つは生コン業界における生コンの

値上げにあると述べ、原告訴訟代理人による聞き取りに対しても、本件委員会は、独占

禁止法上の問題を回避しつつ、京都地区の協同組合間の調整を行い、その活動の結果、

京都地区の生コンクリートの価格が上昇した旨述べていたことが認められる。 

       しかし、証拠（乙５）によれば、Ｋは、本件委員会の設立目的の一つである生コン業

界における生コンの値上げに係る活動について本件協同組合の活動と重なり、どちらで
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行っていたのか分からないと述べていることが認められる上、仮にＫが生コン業界にお

ける値上げのために各協同組合間の調整役として尽力した事実があるとしても、証拠

（甲２９、３０）によれば、Ｋの上記活動は本件協同組合の理事の肩書きをもってされ

ていたことが認められるから、Ｋの上記活動は本件協同組合の理事としての活動であっ

たというべきであり、本件委員会の活動であったとは認められない。そして、実際に本

件委員会が京都地区の各協同組合間の調整とそれによる生コンの値上げを目的とし実際

にそのような活動をしていたのであれば、原告代表者、Ｉ代表者及び丙元取締役におい

て、その旨説明してしかるべきところ、証拠（乙６、１０、２９）によれば、原告代表

者、Ｉ代表者及び丙元取締役は、下京税務署職員による聞き取りに対し、いずれも本件

委員会が京都地区の協同組合間での調整等を行っていたとは述べておらず、むしろ、Ｉ

代表者及び丙元取締役は、何らの役務提供も受けておらず、会費が本件労組に流れてい

たと述べていたことが認められる。なお、証拠（甲４８、４９、原告代表者本人）によ

れば、Ｉ代表者は、原告訴訟代理人からの聞き取りにおいて、Ｋの供述を前提に、生コ

ンの値下げを阻止する必要があり、Ｋが本件委員会の委員長として活動していたことや

本件委員会の活動の結果、京都地区の各協同組合が統合された旨述べ、原告代表者も、

同旨の供述をするが、いずれも本件委員会の具体的な活動実態については把握しておら

ず、Ｋの供述が信用できることを前提に述べられたものにすぎないことからすると、こ

れらの供述を踏まえても、上記イの認定判断は左右されず、上記原告の主張を採用する

ことはできない。 

    （イ）原告は、本件委員会に係る、設立総会議事録（甲１２）、清算に関する臨時総会議事

録（乙４）、平成２９年１０月期及び平成３０年１０月期の各決算報告書（甲１４、１

５）が存在することは、本件委員会に活動実態があったことの証左である旨主張する。 

       しかし、上記各決算報告書（甲１４、１５）の記載内容を前提とした場合であっても、

本件委員会が、実際には、専ら本件労組に対する労組対策費を支出する活動のみを行っ

ていたものと認められることは、前記イの認定判断のとおりである。また、上記各総会

議事録（甲１２、乙４）が存在することは、本件委員会が、実際には、専ら本件労組に

対する労組対策費を支出する活動のみを行っていたことと何ら矛盾せず、本件委員会に

ついて上記以外の活動の実態があったことを推認させるものとはいえない。 

       したがって、上記原告の主張を採用することはできない。 

    （ウ）また、原告は、業界内団体に対する会費は、団体の役務と明確な対価関係がないこと

がほとんどであり、具体的な役務の提供がなくとも対価関係はあると主張する。 

       しかし、業界内団体に対する会費が通常寄附金の額に当たらないのは、当該団体の活

動がその個々の構成員との関係では対価関係が明確ではないものの、当該団体の具体的

な活動が業界全体に資することで間接的に構成員個々の利益に資することから対価性が

認められるためであるのに対し、本件委員会は、前記イの認定判断のとおり、専ら本件

労組に対する労組対策費を支出する活動のみを行っていたもので、上記以外の活動実態

がないものであることからすると、原告の上記主張はその前提を欠き、採用することが

できない。 

    エ 小括 

      以上によれば、本件会費は、あくまで本件労組に対する組合対策費として支払われたも
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のにすぎず、その対価として本件委員会から役務の提供を受けていたものとは認められな

い。 

      したがって、本件会費の支払は、原告がその資産又は経済的利益を対価なく他に移転す

る場合であって、通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在せず、経

済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与に当たるから、

本件会費は寄附金の額に該当するというべきである。 

  （４）本件専従期間給与等について 

    ア 前記前提事実（１）ア（エ）及び（５）アのとおり、丁は、本件分会に所属し、本件専

従期間において、原告の事業場に出勤せず、通常本件労組が使用する事務所で業務を行っ

ており、原告の出退勤管理に使用される「個人別・成績表」に「組合用務」の押印をして

いたこと、原告は丁の勤務管理や業務に係る指揮命令をしていなかったことが認められる。 

      これらの事実からすると、丁は、本件専従期間において、専ら本件労組（本件分会）の

組合業務に従事していたと認められる。 

    イ 原告は、丁が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活動に従事しており、これは

原告のための業務であるから、原告が本件専従期間給与等を負担する経済的合理性がある

旨主張する。 

      しかし、丁が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活動に従事したと認めるに足

る証拠はない。 

      また、そもそも本件労組のコンプライアンス啓蒙活動は、労働組合の活動として、業界

全体の労務環境等の向上に資し、間接的に事業者の利益になる側面があるとしても、前記

アのとおり、原告において丁の勤務管理も業務に係る指揮命令もしていないことからする

と、丁が行っていた業務は、およそ原告の業務であったと認められず、事業者の業務に従

事するものともいえないから、事業者である原告がかかる業務に従事している間の丁の給

与等を支払うべき合理的理由はない。 

      そうすると、仮に丁が本件専従期間においてコンプライアンス啓蒙活動に従事していた

としても、原告が本件専従期間給与等を負担すべき法的義務はないから、本件専従期間給

与等の負担につき経済的合理性はないというべきである。 

    ウ 以上によれば、原告による本件専従期間給与等の支払は、原告が本来負担すべき義務が

ないものを支払うものであり、原告がその資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場

合であって、通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在しない。した

がって、本件専従期間給与等の支払は、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産

の譲渡又は経済的利益の供与に当たるから、本件専従期間給与等は寄附金の額に該当する

というべきである。 

  （５）その他の原告の主張について 

     原告は、①本件労組が適正な労働行為の範囲を超えて工事の現場で妨害活動を繰り返して

おり、本件協定の締結を拒絶する等して、本件労組の要求に従って金銭の支払を行わなかっ

た場合には、企業活動に対する致命的な妨害がされることが不可避であったこと、また、②

コンプライアンス啓蒙活動はあくまで理念としては事業者においても共感できるものであり、

これを推進することは事業者の利益に適うことから、原告が本件協定を締結し、Ｒの給与相

当額を負担すること等は、独立した企業として経済合理性を有するものであった旨主張する。 
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     しかし、上記①については、原告の主張によっても、本件調査費、本件会費、本件専従期

間給与等の支払は、本件労組による違法な業務妨害を避けるための金銭の支払であるところ、

このような違法に業務を妨害しないことの対価としての支払は、公序良俗に反する支払であ

るといわざるを得ず、経済的合理性を有する支出であると評価することはできない。また、

上記②については、原告が主張するように本件労組のコンプライアンス啓蒙活動を推進する

目的があったとしても、本件労組の意向に沿って、本来Ｂ等が負担すべきＲの給与の一部を

Ｒと雇用関係にない原告が負担すること（本件調査費）、本件労組に対する労組対策費を原

告が負担すること（本件会費）、専ら本件労組の組合業務に従事していた丁の本件専従期間

給与等を原告が負担すること（本件専従期間給与等）が、いかなる理由により経済的合理性

を有するものといえるのかは明らかでない。 

     したがって、上記原告の主張を採用することはできない。 

  （６）まとめ 

     前記（２）ないし（５）で認定、判断したところによれば、本件各金員はいずれも寄附金

の額に該当する。 

  ２ 争点２（本件調査費及び本件会費の課税仕入れに係る支払対価該当性の有無） 

  （１）課税仕入れに係る支払対価の意義 

     仕入税額控除の対象となる消費税額は、当該課税仕入れに係る支払対価の額に一定の率を

乗じて算出された金額であるところ（消費税法３０条１項項）、当該課税仕入れに係る支払

対価の額とは、課税仕入れの対価の額をいい（同条６項）、課税仕入れとは、事業者が事業

として他の者から資産を譲り受け、又は役務の提供を受けることをいう（同法２条１項１２

号）。 

     したがって、課税仕入れに係る支払対価は、その支払について反対給付である資産の譲受

け若しくは借入れ又は役務の提供がされていることを要し、この反対給付がなければ、同法

が規定する課税仕入れとはならず、その支払も同法３０条１項が規定する課税仕入れに係る

支払対価には該当しないものと解される。 

  （２）本件調査費について 

     本件調査費の支払は、本件協定に基づくＲの給与の均等割り負担分の支払につき経理処理

上の名目を整えるために、本件業務委託契約に基づく支払という外形を作出し、市場調査費

という名目を仮装してされたものであって、原告がその資産又は経済的利益を対価なくＢ等

に移転するものであることは、前記１（２）の認定判断のとおりである。 

     したがって、本件調査費の支払は、本件業務委託契約に基づく役務の提供等の反対給付を

伴わないものであるから、課税仕入れに係る支払対価に該当しない。 

  （３）本件会費について 

     本件委員会は、専ら本件労組に対する労組対策費を支出する活動のみを行っていたもので、

上記以外に活動実態のない団体であり、本件会費は、あくまで本件労組に対する労組対策費

として支払われたものにすぎないことは、前記１（３）の認定判断のとおりである。 

     したがって、本件会費の支払は、本件委員会による活動ないし役務の提供等の反対給付を

伴わないものであるから、課税仕入れに係る支払対価に該当しない。 

  ３ 争点３（重加算税賦課の可否（事実の隠蔽又は仮装の有無）） 

  （１）判断枠組み 
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     通則法６８条に規定する重加算税は、納税義務違反が事実の隠蔽又は仮装という不正な方

法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政上の措置であって、故意に納税

義務違反を犯したことに対する制裁ではないから、同条１項による重加算税を課し得るため

には、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽

し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば

足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有しているこ

とまでを必要とするものではないと解するのが相当である（最高裁昭和６２年５月８日第二

小法廷判決・裁判集民事１５１号３５頁参照）。 

     また、重加算税の制度は、上記のとおり、納税者が過少申告をするにつき隠蔽又は仮装と

いう不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課すことによ

って、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を

確保しようとするものであるところ、通則法６８条１項は、隠蔽仮装行為の主体を納税者と

しており、本来的には、納税者自身による隠蔽仮装行為の防止を企図したものと解されるが、

納税者以外の者が隠蔽仮装行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視す

ることができるときには、形式的にそれが納税者自身の行為でないというだけで重加算税の

賦課が許されないとすると、重加算税制度の趣旨及び目的を没却することになる（最高裁平

成１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。 

     そして、本件のように、納税者が法人である場合、一定の権限を与えられた役員がその権

限の範囲内で当該法人の機関としてした事業活動は当該法人の行為と同視され、このような

役員等をして、法人の事業活動、経済的活動が行われると同時に申告納税義務を適正に履行

することが求められているのであるから、当該役員に対する不十分な指揮監督、組織管理の

不備という法人の内部的事情を理由に、申告納税制度による適正な納税義務の履行を免れる

とすると、重加算税制度の趣旨及び目的が没却されることになりかねない。 

     そうすると、納税者である法人において、上記のような役員が隠蔽仮装行為をし、その隠

蔽仮装行為をしたところに基づき過少申告がされた場合であっても、当該法人において、当

該役員による隠蔽仮装行為を認識し、又は容易に認識することができ、法定申告期限までに

その是正や過少申告防止の措置を講ずることができたにもかかわらず、当該法人においてこ

れを防止せずに隠蔽仮装行為が行われ、それに基づいて過少申告がされたときには、当該隠

蔽仮装行為を納税者本人の行為と同視することができ、当該法人に対して重加算税を賦課す

ることができると解するのが相当である。 

  （２）本件調査費について 

    ア 前記１（２）の認定判断のとおり、本件調査費の支払は、本件協定に基づくＲの給与の

均等割り負担分の支払につき経理処理上の名目を整えるために、本件業務委託契約に基づ

く支払という外形を作出し、市場調査費という名目を仮装してされたものであると認めら

れるところ、原告は、このような実体を伴わない業務委託契約に基づく業務委託料等を損

金の額に算入するとともに、仕入税額控除の対象にして、本件各期間の法人税等及び消費

税等に係る各納税申告書を提出したことが認められる。 

      そうすると、原告において、本件調査費について、本件各期間の法人税等及び消費税等

の税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装していたといえ、通則法６８条１項所定の事

実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したものと認められるから、
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重加算税を賦課することができる。 

    イ 原告は、原告代表者は、本件調査費の内容について知らず、上記仮装行為についての認

識がなかったから、故意による仮装に当たるとはいえず、通則法６８条１項所定の要件を

満たさない旨主張する。 

      しかしながら、証拠（乙５０、原告代表者本人）によれば、原告の取締役であった丙元

取締役は、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切を任されていたことが認められ、

原告代表者も、丙元取締役から報告を受ける限度でしかその業務を把握しておらず、対外

的業務については丙元取締役に決定権限があったことが認められる。また、丙元取締役の

供述（乙６）によると、丙元取締役は、本件調査費が本件協定に基づく均等割り負担分で

あり、本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識しつつ、これについての課税

を免れるために、本件業務委託契約に基づく市場調査費との名目で本件調査費を支払うこ

ととしたことが認められ、上記の丙元取締役の供述は、前記１（２）の認定判断に沿うも

のとして、信用することができる。 

      そうすると、仮に原告代表者には上記仮装行為についての認識がなかったとしても、上

記のとおり、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切を任されていた丙元取締役にお

いて、本件調査費が市場調査業務の対価ではないことを認識しつつ、本件業務委託契約に

基づく市場調査費との名目で本件調査費の支払を行っていたところ、前記１（２）の認定

判断のとおり、原告はＢ等から本件業務委託契約に係る役務の提供を受けていなかったの

であるから、原告代表者が、丙元取締役に対し、本件業務委託契約の内容やこれに基づく

市場調査業務の履行の状況等について具体的な説明を求めるなどしていれば、原告は、市

場調査費があくまで名目にすぎないことを容易に認識することができ、これを業務委託費

等として計上することは防げたといえる。にもかかわらず、原告においてこれを防止せず

に上記仮装行為が行われ、それに基づいて過少申告がされたというべきであるから、上記

仮装行為は、納税者本人である原告の行為と同視することができ、原告について通則法６

８条１項所定の要件を充足するものと認められる。 

      したがって、上記原告の主張を採用することはできない。 

  （３）本件会費について 

    ア 本件委員会は、専ら本件労組に対する労組対策費を支出する活動のみを行っていたもの

で、上記以外に活動実態のない団体であり、本件会費は、あくまで本件労組に対する労組

対策費として支払われたものにすぎないことは、前記１（３）のとおりである。そうする

と、本件会費は、実際には本件労組に対する労組対策費であったにもかかわらず、あたか

も本件委員会の活動に対する会費であるかのように事実を仮装したこと、そして、このよ

うな本件会費を費用計上して損金の額に算入するとともに、仕入税額控除の対象にして、

平成２９年３月期及び平成３０年３月期の各事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方

法人税及び平成２９年３月期及び平成３０年３月期の各課税期間の消費税等に係る各納税

申告書を提出したことが認められる。 

      そうすると、原告において、本件会費について、上記各期間の法人税等及び消費税等の

税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装していたといえ、通則法６８条１項所定の事実

を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したものと認められるから、重

加算税を賦課することができる。 
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    イ 原告は、原告代表者は、本件会費の内容について知らず、上記仮装行為について認識が

なかったから、故意による仮装に当たるとはいえず、通則法６８条１項所定の要件を満た

さない旨主張する。 

      しかし、丙元取締役が、原告から組合対策等を含む対外的業務の一切を任されていたこ

とは前記（２）イのとおりであるところ、証拠（乙６）及び弁論の全趣旨によると、丙元

取締役は、本件会費は労組対策費であり、本件委員会から何らの役務の提供もなく、税務

署対策のために設立されたものであると述べており、本件委員会に本件労組に対する労組

対策費を支出する活動以外の活動実態はなく、本件会費が労組対策費であると認識し、か

つ、その認識を前提に本件会費を支払っていたことが認められる。 

      そうすると、仮に原告代表者には上記仮装行為についての認識がなかったとしても、前

記１（３）の認定判断のとおり、本件委員会には本件労組に対する労組対策費を支出する

活動以外に活動実態はなく、本件会費のほとんどが本件労組に支払われていたのであるか

ら、本件委員会の活動につき具体的な説明を求めるなどしていれば、原告は、本件委員会

の活動実態を容易に認識でき、本件会費を協同組合費として計上することは防げたといえ

る。にもかかわらず、原告においてこれを防止せずに上記仮装行為が行われ、それに基づ

いて過少申告がされたというべきであるから、上記仮装行為は、納税者本人である原告の

行為と同視することができ、原告について通則法６８条１項所定の要件を充足するものと

認められる。 

      したがって、上記原告の主張を採用することはできない。 

  ４ その余の原告の主張も、前記認定判断を左右するものではない。 

  ５ 本件各処分の適法性 

    以上説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告の本件各期間の法人税等及び消費税

等に係る納付すべき税額等を計算すると、別紙「被告の主張する本件各処分の適法性」記載

１及び別表２－１・２、別表３－１～４のとおりであると認められ、本件各更正処分におけ

る各納付すべき税額等と同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。 

    そして、本件各更正処分は適法であるところ、本件各更正処分に伴って賦課されるべき過少

申告加算税及び重加算税の額を計算すると、別紙「被告の主張する本件各処分の適法性」記

載２のとおりであると認められ、本件各賦課決定処分における過少申告加算税及び重加算税

の額と同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

    したがって、本件各処分はいずれも適法である。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決

する。 

 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 横田 典子 

   裁判官 森 文弥 

   裁判官 立仙 早矢 
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.. ・.被告の主張する本件各処分の適法性 '

本件各更正処分の適法性

(1)法人税について ．．． ． 

ア平成27年3月期事業年度 ' 

・（ア）所得金額（別表2-1・順号⑪） ． ． ． ’．.:_ . o_円

上記金額は、下記aの金額にbの金額を加算し、 Cないし eの金額を ＇ 

・.. ・・減算した金額である。

a 申告所得金額（別表2-:-l・・順号①） ， ．’ • • 0円

上記金額は、原告の平成27年 3月期事業年度の法人税に係る修正

申告書（以下「平成27年3月期法人税修正申告書」といい、原告の

他の確定申告書及び修正申告書においても事業年度等及び税目に応じ

て同様に表記する；）の別表ー(—)「所得金額又は欠損金額J襴に記 ．

載された金額である。• ・ 

寄附金の損金不算入額（別表2．ー1.順号②） 46万6726円

上記金額は、原告が平成27年3月期事業年度において、市場調査

B 
費として．．．等に対して支払った 1 · 1 ,5 万 5000 円（別紙1 ’•平 . • 

成27年3月期・支出金額計）を寄附金の額として計算した損金不算

・入額である（別表4-1参照）。 • • ． ． ．． 

寄附金の損金算入額（別表2.―,1・順号⑦） ’ 8万5553円

上記金額は、• 寄附金の額に該当すると認められる上記b の 1 ・1 5万

• 5 0 0 0円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり

当該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕

入れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の

． 額に算入される金額である（別表5 「平成27年3月期」襴参照）．0

雑損失の損金算入額（別表2-・1 ・順号⑧）

. b 
.. 

V 

20 

ヽ

・別紙

・C 

26 

. d 4 7円
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上記金額は、平成2・7年3月期事業年度の法人税の更正処分による

未払消費税額等の増加額8万55 5 3円と｀平成27年3 月期課税期

間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税，額8万.56 

00円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6 「平成

,2 7年 3月期」欄参照）。 ．． 

e 繰越欠損金の損金算入額の増加額（別表2...:..1・順号⑨）

.• 3. 8万112 6円

上記金額は、平成27年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

増加する繰越欠損金の損金算入額で、損金の額に算入される金額であ

る。

（イ）所得金額に対する法人税額（別表 2~ i．順号⑬） .0円・.

上記金額は、前記(7)の所得金額（通則法1l 8条1項の規定により．，1

. ・o o-o円未潰の端数を切り捨てた後の金額。後記イないしェの各（イ）にお

いて同：閲）に、法人税法6'6条2項・（平成27年法律第9号による改正 ．

前のもの：）及び措置法42条の3の2第1項（平成27年法律第9号に

．． ・よる改正前のもの。・）に規定する税率（所得金額のうち、年so・・_o万円以 ・

下の金額については10 0分の 15)を乗じて計算した金額である一

（り）控除所得税額等（別表2‘-1・順号⑭） ． • 7万勺 l2 1円 ．．

上記金額は、法人税法68条（平成29年法律第9号による改正前の

もの。以下同じ。）に規定する法人税額から控除される所得税の額であり、 ．

原告の平成27年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）「控除税額の計

算」欄に記載された金額と同額である。

（エ） • 納付すべき法人税額（別表 2 -・1・順号⑮） ．．．．△7万i1 2 1円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（・り）の金額を差し引いた金額であ ・

．．る。

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表2-1・順号⑯）
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ィ

1.5 

20 

・ ・・'.△7.万 11 2 ・1・円

上記金額は、原告の平成27 年 3 月期法人税修正申告書の別表ー（~)

「この申告による還付金額J欄に記載された金額である。 • 

0) 差引納付すべき法人税額（別表 2 ~ 1.・順号⑰） ． 0円

．．．上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）．の金額を差し引いた金額であ

ー＇

• • る。 ー・

（キ）翌期へ繰り越す欠損金額• ・（別表 2- 1 ・ヽ`順号⑱）

. .. . ,. . 1億 08 l O_万4729円

上記金額は、平成 27 年 3月期法人税修正申告書の別表—（→「翌期 ― 

ヘ繰り越す欠損金又は災害損失金J欄に記載された金額1億0848万

5855 円から、平成~ ・1:年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

・ 減少した翌期へ繰り越す欠損金額38万11 2 6円を差し引いた金額で

； ある。 ' 

平成28年3月翔事業年度

(T)所得金額 ＇（別表2-1・順号⑪） ．△8 4 9:6万76 1 0円

上記金額は、下記aの金額にbの金額を加算し、 c及びdの金額を減

．．算した金額である。

a 申告所得金額（別表2-1・順号①） ． △8 7) 2万5460円

上記金額は、原告の平成28年3月期法人税修正申告書の別表ー．

• (-)「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額である。

寄附金の損金不算入額（別表2-1．ー順号②）

・233万1250円

上記金額は、原告が平成28年3月期事業年度において、市場調査
. B . 

費として一酎こ対して支払った234万円（別紙1.平成28年

3月期 ・・支出金額計）を寄附金の額として計算した寄附金の損金不算

入額である（月！J表4・-2参照）。

b
 

26 
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. 7 2円

10 

0円

15 

， .. 

． （り）

2.0' 

寄附金の損金算入額（別表2-1・順号⑦） 1 7万・33 ~ 8円．

．•上記金額は、 寄附金の額に該当すると窮められる上記 b の 234 万

' 円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、当該寄

附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕入れに

係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の額に算

入される金額である ．（別表5「平成28年3月期」欄参照）。

. d 雑損失の損金算入額・（別表2-1・順号⑧） ．． 

． ・ 上記金額は、平成2.8年3月期事業年度の法人税の更正処分による ：

．． ．・未払消費税額等の増加額17万33 2 8円と、平：成28年3月期課税

期間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額17・万

3.4 0 0円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6「平

． 成28年3月期」襴参照）。 ・

（イ）所得金額に対する法人税額（別表2-1』頁号⑬） ．

上記金額は；前記（ア）の所得金額に、法入税法66条2項．（平成27年

法律第9号による改正前のもの。）・及び措置法4.2条の3の2第1項（平

成27年法律第9号による改正前のもの。）に規定する税率（所得金額の

うち、年800万円以下の金額については10 0分の 1'5)を乗じて計

算した金額である。 ・

控除所得税額等（別表2-1，順号⑭） 1 8 6 6円

上記金額は、法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得

・税の額であり、原告の平成.28年3月期法人税修正申告書の別表ー（一）

「控除税額の計算」欄に記載された金額と同額である。 •• 

・（エ）・納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑮） ． ． 

・ 上記金額は、上記（イ）の金額から上記（り）の金額を差し引いた金額であ

△ 18 6 6円 ・

. 25 ・る。 ． ’ 

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表2-1・・順号⑯） △・1 8 6 6円
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15 

上記金額は、原告の平成28年 3月期法人税修正申告書の．_g,J表ー（一）

「この申告による還付金額J欄に記載された金額であるe

・（ガ）差引納付すべき法人税額 ・（別表2-・1..順号⑰） ＇・・.. 0円

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ ＇

る。・,・

・ （キ）翌期へ繰り越す欠損金額 •（別表 2-. 1 ・順号⑱）

． ．・・・.'. . . 1億9'3,07 万 2 ·~ 3 9円 ・

上記金額は、原告の平成28年 3月期法人税修正申告書の別表ー(-)

・「翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金」欄に記載された金額1億95

6 1万13 1 5円から、平成2.7年 3月期及び平成28年 3月期の各事

業年度の法人税の更正処分に伴い減少した翌期へ繰り越す欠損金額25

• 3万89 7 6円を差し引いた金額である。 ． • 

ウ 平成2.9年 3月期事業年度 ． 

(1)・所得金額・ ・表2-1・順号⑪） .•' ・ ．’ 

上記金額は、下記aの金額にb：の金額を加算し、

減算した金額である。・,

申告所得金額（別表2-1・順号①）

上記金額は、原告の平成2.9.年3月期法人税確定申告書の別表一

（→「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額である。 '. 

寄附金の損金不算入額（別表2・-1・順号②）＇． • 

• 4 3 7万16 8 2円

上記金額は、原告が平成29年3月期事業年度において、会費とし

・て本件委員会に対して支払った206万9'40 O円（別紙2.平成2、
B 

9年3月期・支出金額計）及び市場調査費として．．． l等に対して支
払った23,7万円（別紙1•平成 2 9年 3月期・支出金額計）の合計

額443万9400円を寄附金の額として計算した寄附金の損金不算

0円

・cないし eの金額を

a
 

0円

20・ b
 

25 
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20 

入額である（別表4~3 参照）。

C. 寄附金の損金算入額（別表2-1・・順号⑦） 28万 58 8 7円

上記金額は、寄附金の額に該当すると認められる上記bの44 3万 ．

. 9 ~ 0 :0円のうち、原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、

、 当該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕・

入れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金と ・して損金の

額に算入される金額である（月lj表5「平成29年3月期）欄参照）。

・d.雑損失の損金算入額（別表2-1・順号⑧） ．・ 1. 1 3円

9 上記金額は、□平成29年3月期事業年度の法人税の更正処分による

會未払消費税額等の増加額28万5887円と、平成29年3月期課税

期間の消費税等の更正処分により発生する消費税等の納付税額28万 ・

6000円との差額で、損金の額に算入される金額である（別表6「平

成29年3月期」，欄参照）。 ＇ 

e 繰越欠損金の損金算入額の増加額（別表2-1・順号⑨）， ． 

408万56 8 2円

上記金額は、平成29年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴い

増加する繰越欠損金の損金算入額で、損金の額に算入される金額であ

.'る。・

（イ）所得金額に対する法人税額 ・（別表2-1 ・・順号⑬） 、

上記金額は、前記（ア）の所得金額に、．法人税法66条2項（平成28年 ．、

法賽第i5号による改正前のもの。）及び措置法42条の3の2第 1項

（平成29年法律第4号による改正前のもの。）に規定する税率（所得金

額のうち、年800万円以下の金額については 10°分の15) 

て計算した金額である。

（り）控除所得税額等 ＇（別表2-1'9 ・順号⑭） ・ l 4 9 0円

上記金額は、法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得

を乗じ

26 



37 

 

 

  

n <I n 

... ,. n n " . 

n ^ ^ " o n n 

〇 . o 

° " "..  " . 
n ^ n 

＾ 
ヽ ,. • 
. 、 ,.。

（エ）

6
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10 

る。
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こ

20 

税の額であり、原告の平成29年3月期法人税確定申告書の}}IJ表ー(-)

「控除税額の計算」欄に記載された金額と同額である。 ． 

納付すべき法人税額 ．（別表，2ー 1・順号⑮）・ △ 1 ・4 go・円

・上記金額は、上記（イ）の金額から上記（り）の金額を差し引いた金額であ

る；

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表 2 •ー 1 ・順号⑯） ．・ △: 1 4 9 O円

上記金額は、原告の平成29年 3月期法人税蓬定申‘告書の別表ー(-)..

「この申告による還付金額」欄に記載された金額である。 • 

0)差引納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑰）

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ ・

・（キ）翌期へ繰り越す欠損金額 ．（別表2-.1・順号⑱）

: •. .• _・ • 1億821 1 万 •4 5 6 ・4円・・

上記金額は、原告の平成29年3月期法人税確定申告書の別表ー（一）

「翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金」欄に記載された金額1億 88 

7 3万92.2 2円から、平成27年3月期ないし平成2・9年3月期の各

事業年度の法人税の更正処分に伴い減少した翌期へ繰り越す欠損金額6

6 2万46 5 8円を差し．引いた金額である。

平成30年3月期事業年度 ． ． 

（ア）所得金額（別表2--:-1・・，順号⑪）

上記金額は、下記5の金額に bないし eの金額を加算し、

減算した金額である。

• 5208万1.8 3 1円

fの金額を

a 

26 

b
 

申告所得金額（別表2-,1・・順号①）

上記金額は．、原告の平成3_o.年3月期法人税確定申告書の別表一

（一） ［所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額である。

寄附金の損金不算入額（別表2-i・順号②）

1 S-・5 7 万•65. 89円
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・-2 6 7 7万21 8 4円

上記金額は、原告が平成30年 3月期事業年度において、会費とし

て本件委員会に対して支払った 18 5 0万70 0 0円（別紙2.平成
B .. 

3 0年3月期 ・支出金額計）及び市場調査費として'..等に対して

5
 

支払った 27 3万円（別紙1.平成30年3月期 ・支出金額計）並び
丁
に- に対する給与相当額70 1万69 4.. 7円（別紙3.平成30年

3月期計）の合計額28 2 5万39 4 7円を寄附金の額と・じて計算し

た寄附金の損金不算入額である（別表4-4参照）。

C・ 協同組合費のうち損金の額に算入ぎれない金額（別表 2..:....1・順号

10 ()•• 1 5 6万11 1 2円

上記金額は｀原告が平成30年 3月期事業年度において、本件委員

会に対する会費として協同組合費に末払計上した金額で、寄附金の額

と認められるため、その支払がされるまでの間は損金の額に算入され

ない金額である。

15 d 雑収入の益金算入額（別表2-1.・・顛号④） 6 0円

20 

上記金額ば、平成30年 3月期事業年度の法人税の更正処分による

末払消費税額等の増加額15 7万76 6 0円と、．平成30年3月期課

税期間の消費税等の更正処分によ り発生する消費税等の納付税額15 

7万976 0 0円との差額で、益金の額に算入される金額である（別表

6 「平成30年3月期」欄参照）。

e 繰越欠損金の損金算入額の過大額．．（別表2・-1・順号⑤）

6 6 2万46 5 8円

上記金額は、平成27年3月期ないし平成29年3月期の各事業年

25 

度の法人税の更正処分により、平成29年3月期から繰り越される欠

・損金が 1億 88 7 3万92 2 2円から 1億 82 1 1万4・5 6 4円に減

少したため、その差引金額を繰越欠損金の損金算入額の過大額として
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20 

. .•• ·. • 

25 

．．平成30年 3月期の益金の額に算入する金額である。

~ f 寄附金の損金算入額（別表2-:.1・順号⑦）．． 1 4 5万2772円

上記金額ば、寄附金の額に該当すると認められる上記bの会費とし

て本件委員会に対して支払った 18 5 0万7000円及び市場調査費
ら ・・

として-■'等に対して支払った2J3万円の合計額21 2 3万70 
. o・o円のうち、．原告が仮払消費税額等として経理した金額であり、当

該寄附金の額が単なる金銭の贈与であるため、消費税法上の課税仕入

れに係る支払対価の額に該当しないことから、寄附金として損金の額

．に算入される金額である（別表5.「平成30年3月期」欄参照）。 ．・

（イ）．所得金額に対する法人税額（別表2-.1；順号⑬） ・・

• :. _ ·.• i 1 5 1万~ 9 5・4円

上記金額は、前記(7)の所得金額に、法人税法66条1項（平成2・8年

法律第15号改正附則26条の適用後のもの。）及び・2項（令和2年法律

第8号による改正前のもの。）並びに措置法42条の3の2策 1項（平成
3 1年法律第6号による改正前のもの。）に規定する税率．（所得金額のう

ち、年800万円以下の金額については 10 0分の I5<

金額については 10 O分の23. 4)を乗じて計算した金額である。

（り）控除所得税額等（別表 2 -•1 ・順号⑭）• ．.. 1 0 7 1円

上記金額は、法入税法68条に規定する法人税額から控除される所得

税の額であり、原告の平成30年3月期法人税確定申告書の別表ー(-)

f控除税額の計算」欄に記載された金額と同額である。 ． 

（エ）納付すべき法人税額（別表2．ー1.順号⑮） 1 1 51万38 0 0円

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（り）の金額を差し引いた金額｛た

だし．、通則法11 9条1項の規定により 10. 0円未満の端数金額を切り

捨てた金額。）である。 •. .. • ， 

（オ） 既に納付の確定した法人税額（別表2-・1・・順号⑯）
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3 6 7万 3・ 7 0 0円

上記金額は、原告の平成ao年3月期法人税確定申告書の別表ー(...,..)

・「差引所得に対する法人税額」欄に記載された金額である。 ． 

（力）差引納付すべき法人税額（別表2-1・順号⑰） 7 84万01 0 0円

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額であ

る。• , . . . . . .

(2)地方法人税について

ア 課税標準法人税額（別表2-:--'2 ・順号②） .1 1 5 1万4000円．

上記金額は、地方法人税法6条（平成30年法律第7号による改正前の

もの。）及び9条の規定に基づく平成30年3月期課税事業年度（本件課税

事業年度）の地方法人税の課税標準法人税額であり、上記(1)エ（イ）の金額

（ただし、通則法11 8条1項の規定により 1000円未濶の端数金額を

切り捨てた後の金額。）と同額である~ . . ' 

地方法人税額（別表2-.2・順号③） ． 50万66 1 6円

上記金額は、上記アの金額に、地方法人税法10条1項（平成28年法

律第i5号による改正前のもの。）に規定する税率(10 0分の4.・4)を

＇乗じて算出した金額である。 • 

納付すぺき地方法人税額（別表2-2・順号⑤） 5‘0万6600円

上記金額は、上記イの金額について、通則法11 9条1項の規定により ・

1 0 0円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

工 既に納付の確定した地方法人税額（別表2-2・順号⑥｝

ィ

16 

ウ

20 

25, 才

• • 1 6万16.0 0円 ．．

上記金額は、原告の平成30年3月期課税事業年度地方法人税確定申告

書の「差引地方法人税額」欄に記載された金額であるp

差引納付すべき地方法人税額（別表2-2・順号⑦）

3 4万500 0円
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(3)消費税等について

ア

5
 

上記金額は、上記ウの金額から上記エの金額を差し引いた金額であるb

平成27年3月期課税期間

（ア）課税標準額（別表3-.1・順号⑨「合計」欄）

1 8億6・97 1万 6000円

10 

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「課税標準額」欄に記載された金額である。 ． 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-1・順号⑩「合計」．欄） ． 

．． ・ ―. 1億 1776万 75.2・i円 ．．

上記金額は、次の a及びbの金額の合計額である。

税率 4パーセン•B適用分 ； 4万27 6.0円

上記金額は、原告の平成・27 年 3 月期課税期間消費税等~定申告書

の付表 1,「消費税額」・「税率4％適用分」欄に記載された金額（別表

3 - 1 . • 順号⑩「税率4％適用分」欄）である。

税率6. 3パーセント適用分 ・ ・ 1億 17 7 2万476 1円

上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税確定申告書の

「消費税額」・「税率6.・.・3％適用分」欄に記載された金額（別

表3-1；順号⑩「税率6.3％適用分」欄）である。

（り）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3ー1・順号⑭「合計」欄）．

. '・ • . . 1 6億2831万6376円

a 

15 b
 

付表1

20 

a. 

25 

上記金額は、次の a及びbの金額の合計額である。

税率4バーセント適用分 • △6,1 0万0997円

上記金額は、原告の血成27年3月期課税期間消費税等消費税確定

書の付表2-(2)「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」・「税率

4％適用分」襴に記載された金額（別表3-1・順号⑭「税率4％適

用分」欄）である。
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税率 6 ~ 3パーセント適用分 1 6億3441万 73 7 3円 ， 

上記の金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告

書の付表2-(2).「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」・「税率

6. 3％適用分」欄に記載された金額1・6億14 4 5万2203円（別

表3-1・順号⑪「税率6. 3％適用分」欄）に、平成27年3月期
課税期間消費税等更正の請求による本件労組に対する数量賦課金：数

量調整金及び特別賦課金の合計額211 2万0・1 7 0円（別表3-1・

・順号⑫「税率6.3％適用分」欄）を加算し、市場調査費のうち単な

る金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められな• •

い額115万50 0 0円（別表3-i・順号⑬「税率6.:3％適用分」
欄）を減算した金額（別表3-1・順号⑭「税率6.3％適用分」襴） ｀ 

である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表3-1 ？順号⑮「合計」欄）

• 9 5 1 0万8595円

上記金額は、次のa及びbの金額の合計額である。 ．．． 

税率4パーセント適用分 ' • △2・3万24 1、8円

・・ 上記金額は、原告の平成2.7年3月期課税期間消費税等躙定申告書

の付表2-(2)「課税仕入れに係る消費税額J・「税率4％適用分」欄に

記載された金額（別表3-1・順号⑮「税率4％適用分」欄）である．0

税率6.3バーセント適用分 9 5 3 4万10 1. 3円

上記金額は、上記（り） bの金額に10 8分の6・.3を乗じて算出した

←金額（別表3＇ー1.順号⑮「税率6.3％適用分」：襴）である；
控除対象仕入税額（月I~表 3-1・・順号⑱ 「合計」襴） ． ．． 

b
 

（オ）

..  ・. 

` 26 

a
 

.. . 9 5 0 9万94 9 1円
上記金額は、次のa及びbの金額の合計額である。

税率4バーセント適用分の控除対象仕入税額 △2 3万24-5 5円
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上記金額は、原告の平成2,,.年3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表2-(2).「個別対応方式・個別対応方式により控除する課税仕入

れ等の税額」 ••f税率 4 ％適用分」欄に記載された金額（別表 3 -1 •? 

順号⑱「税率4％適用分」欄）である。

税率6.3°.I←セント適用分の控除対象仕入税額. .-. . • 

• •• . 9. 5 3.3万 19 4 6円

・上記金額は、平成2.7年3月期課税期間における課税売上高が 5億

円を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）bの金額のう

ち、’課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告

の平成27・年 3月期課税期間消費税等葎定申告書の付表 2-(2)「個別

.. 

1 

対応方式・・⑫のうち、課税売上げにのみ要するもの」・「税率6.・3~ . • 

適用分」欄に記載された金額93 1・1.万54 9 1円に上記（り） bの加算

した金額である211 2万01 7 0円に108分の6. 3.を乗じて算―

出した金額12 3万20 0 9円を加算し、上記（り） bの減算した金額で．．

：ある11 5万50 0.o円にi9 8分の6. 3を乗じて算出した金額6
・万73 7 5円を減算した金額94・2 8万01 2 5円に、課税資産の醸

・ 渡等と課税資産の願渡等以外の資産の麒渡等に共通して要する課税仕

・入れ等の税額である．、同付表「個別対応方式・⑫のうち、課税売上げ ．

．と非課税売上げに共通して要するもの」・「税率6. 3％適用分」欄に

記載された金額．10.5万36 9 8円に課税売上割合9・9. 8_ 2 1 9 3 

4 0 5 2バーセント（別表3-:-1・順号⑥）を乗じて算出した金額1 .

0 5万18 2 1円を加算した金額（別表3""7 1順号⑱・・「税率6..3% • 

適用分」欄）である。 ． 

なお、上記課税売上割合は、原告の平成2・7年 3月期課税翔間消費

税等確定申告書の付表2 「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載さ

れた金額1.8億69 7 1万6294円g1J表3-1・順号③）を、同
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15 2260万06 0-0円 ．

20 

付表「資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額18億T305

万1.5 6 1円（別表3_1・順号⑤）で除して算出した割合である。

．の納付すべき消費税額（別表3-1・順号⑳「合計」欄）．

..2 2 6 6万8000円

・・ 上記金額は、．次の a及びbの金額の合計額（ただし、通則法11 9条 ．

• -1項の規定に基づき、 1・..o o円未潰を切り捨てた後のもの。）である。．．
・.a・.税率4パ..,....セント遍用分 ．． ． ・27万52 1 5円

・上記金額は、原告の平成27年3月期課税期間消費税等確定申告書

の付表1.「差引税額」・「税率4％適用分」襴に記載された金額（別表 ・

3-1・順号⑳「税寧4％適用分」欄）である。 • 

b 税率6.3パーセント適用分 ・・・ ・ ' .2 2 S ・g万28 1'5円

上記金額は、上記（イ） bの金額から上記（オ） bの金額を差し引いた金

・ 額（別表3-.1・順号⑳ ・「税率6・. ・.3％適用分」欄）である。

（キ）既に納付の確定した消費税額（別表3-1・順号⑪）

・ ・上記金額は、平成28年7月26‘日付け平成27年3月期課税期間消 '.

費税等更正通知書の 「消費税・差引税額」襴に記載された金額である，

（ク）差引納付すべき消費税額 ・（別表3-1・順号⑫） • 6万14 o・ o円

上記金額は、上記(9)の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表3-i・・順号⑳） 6 1, 1万1300円

・上記金額は、・次のa及びbの金額の合計額 ．（ただし、通則法11 9条

. 1項の規定に基づき、 IO..0．．円未潰を切り捨てた後のもの。）である。．

税率4パーセント適用分 ．. . • • • 6万88 o’3円

上記金額は、原告の平成27;年3月期課税期間消費税等確定申告書

「譲渡割額・納税額」・「税率4％適用分」欄に記載された金

.. a 

26 

の付表1
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額（別表3-1・順号⑬「税率4％適用分」欄）．である。 ' .. 

. b.税率6. 3バーセント適用分 • . • 6 0.4万2・50 6円

・ ・・ 上記金額は、．地方消費税額の課税標準である上記（力） bの金額に6

3分の1.7を乗じた金額（別表3-1．川順合＠f税率6:9、3％適用分」 ．

．欄）である5

・・ （コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表3,:_・l・順号⑭）

. ・ ・.. . •.. 6 0,9万3100円 r

上記金額は、平成28年7月26日付け平成27年3月期課税期間消

費税等更正通知書の｛地方消費税・譲渡割額・：納税額」欄に記載された

更正の11求金額である。．

（サ）差弓l納付すべき麒渡割額 ・（別表3-1・順号⑮）． 1万8200円 ：．

上記金額は、上記（ク）の金額から上記（コ）の金額を差し引いた金額であ

る。

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額・（別表3-1・順号⑳）

.• . ; _・ : ・a万560 0円'

上記金額は、上記（ク）の金額と上記〈9)の金額との合計額である。・

平成28年3月期課税期間

(7)課税標準額・（別表3-2・ー順号⑨） ・・. 9.億44 97万10 0 0円

上記金額は、原告の平成28年3月期課税期間消費税鱒確定申告書の

・「課税標準額」欄に記載された金額である。 ． ． ． 

．（イ‘)・課税標準額に対する消費税額（別表3.:_2・順号⑩）

5953万31 7 3円 ・

公5

上記金額は、原告の平成・28年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「消費税額」欄に記載された金額である。 ．9 

（り）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3_;2 ・順号⑮）．

8億a・o 2 4万17 4 1円
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・上記金額は、原告の平成2.8年3月期課税期間消費税等確定申告書の
付表2 「課税仕入れに係る支払対価の額 ・（税込み）J襴に記載された金額

8億8・2 5 8万17 4 1円（別表3-2・順号⑪襴）から市場調査費の ・

うち単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認め

られない額（税込金額） 2 3 4万円（別表3-2・順号⑫）を減算した

金額である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額 ．（別表 3 ~ 2,・順号⑯） ： 

. 5 1 3 4万743 5円

・上記金額は、上記（り）の金額に10 8分の6.3・を乗じて算出した金額 ・

である。 ．

・（オ）控除対象仕入税額（別表3・:..:..:. 2・順号⑲） 51 3 4万 55 7 7円

上記金額は、平成28年3月期課税期間における課税売上高が5億円

を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のうち、課

・・ 税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告の平成2

8年3月期課税期間消費税等確定申告書の付表2「個別対応方式・⑭の
うち課税売上げにのみ要するもの」欄に記載された金額5,45万39

09円から、上記（り）の減算した金額である 2‘34万円に 10 8分の6.

3を乗じて算出した金額13万65QO円を減算、した金額50 31万7

409円に、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等．

に共通して要する課税仕入れ等の税額である、同付表「個別対応方式・・

⑭のうち、謀税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」欄に記載

された金額103万0025円に課税売上割合99. 8 19 7 8 4 77 

5 パーセ・ント（別表 3- .2 ；順号⑥）を乗じて算出した金額 1•、 02 万8

16 8円を加算した金額である。

． なお、上記課税売上割合は、原告の平成28年3月期課税期間消費税

等確定申告書の付表2 「課税資産の譲渡等の対価の額」襴に記載された



47 

 

 

  

,. ,:, •· 
・~.. " ヽ ・
99 e ●"  ~ <> r..  

ft O 
n n 
c n o 

＾ ^ ＾ ^ ^ 0 0 

金額9億49 49 7万14 5 1円（別表3-2．順号③）を：同付表「資

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額9億4661万7508円

（別表3-2・順号⑤）で除して算出した割合である。

（力）納付すぺき消費税額（別表3‘-2 J順号⑪） ． 8 1 8万 75・0 0円

5 ` ' 上記金額は、上記（イ）の金額から上記（オ）の金額を差しi1いた金額（た

10 

• lG 

勾

26 

だし、通則法 119条1項の規定に基づき、 10.o円未満を切り捨てた

後のもの。）である。

（｝）既に納付の確定した消費税額（別表3-2・順号⑫） ．

8.0'5万1.00 0円

上記金額は、原告の平成28年 3月期課税期間消費税等葎定申告書の

「差弓1税額」欄に記載された金額である。

（ク）差引納付すべき消費税額（別表．3-2・ 順号⑬） 1‘3万6500円 ・

上記金額は、上記(9)の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

るb
. I . 

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表3-2・順号⑭） 2_ 2 0万9300円

上記金額は地方消費税額の牒税標準である上記（力）の金額に63分の

1 7を乗じた金額（ただし、通則法l1 ・9条 1項の規定に基づき、 10 

0円未潰を切り捨てた後のもの。）・である。

・（コ）既に納付の確定した譲渡割額（月I.J表3-2・・順号⑮）

2 1 7万2400円

上記金額は、原告の平成28年3月期課税期間消費税等確定．．申告書の

「譲渡割額・納税額J欄に記載された金額である。

（サ）差弓I納付すべき譲渡割額（別表3-2・・順号⑳） ． 3万69.0 0円

・上記金額は、上記（ケ）の金額から上記（コ）の金額を．．差し引いた金額であ
が・．

る。

（シ）差引納付ずぺき消費税等の合計税額（別表 3• :_ 2・順号⑰）
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、 '. 1 • ; 万 3400 円
• . • 上記金額は、上記(9)の金額と上記（母）の金額との合計額である。

・ウ平成29年3月期課税期間

け）課税標準額（別表 3 ~ 3・・・順号⑨） 1 4億2246万1.00 0円

・上記金額は、原告の平成29年3月期課税期間消費税等確定申告書の

..「鰈税標準額」．欄に記載された金額である。

．（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-3・順号⑩） ―

-.・. --. -- -8 -9 6 1万5° 4. 3円
・上記金額は、・原告の平成29年 3月期課税期間消費税等讀定申告書の

・消費税額」欄に記載された金額である。 •. ・ ・

（り） 差`引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3-3・順号⑮）

• — . . . . 1 1億7-46 0万31 6 3円 ..
上記金額は、 • 原告の平成 29 年 3月期課税期間消費税等葎定申告書の

付表2「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」］襴に記載された金額

1 1億78 4 6万2,76~ 円（別表 3 -3・順号⑪）から、会費のうち

単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められ

ない額（税込金額） 1 4 8万9600円（別表3-3・順号⑫j及び市

場調査費のうち単なる金銭の贈与であるため課税仕ー入れに係る支払対価

の額と認められなしヽ額（税込金額） 2 37万00 0 0円（別表 3̀-3. 

順号⑬）の合計額385万9600円を減算した金額である。

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表3-3・順号⑯）

, . _. _. _ _- : •. . • . 6-_8 5'1咋 5.18円 ・: -
上記金額は、上記（り）の金額にi.0 8分の6.3を乗じて算出した金額

である。 • 

・（オ）控除対象仕入税額（別表3-3・順号⑲） 6 84 6万8005円

上記金額は、平成29年：3月期課税期間における課税売上高が5億円 ：
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を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のうち、課 ‘

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額である、原告の平成2

9年3月期課税期間消費税等葎定申告書の付表2.「個別対応方式・⑭の，．

6
 

うち課税売上げにのみ要するもの」欄に記載された金額6・7・ 6 7万06

35・円から、上記（り）の減算した金額である385万 96 0 o.円に 108

分の6.3を乗じて算出じた金額22万51 4 3円を減算した金額67 

44万54.9 2円に、課税資産の醸渡等と課税資産の譲渡等以外の資産

10 

の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額である、同付表 ・「個別対．

応方式・⑭の・ うち、課税売上げと非課税売上げに共通して要する•もの」 ． 

欄に記載された金額 107万2.1~. 6 円に朦税売上割合 95 . ~725 

1 7.9 7 4バーセント ＇（別表3-3・順号⑥）を東じて算出した金額1

02万2513円を加算した金額である。 ・

なお、上記課税売上割合は、原告の平成29年3月期課税期間消費税

l& 

等踵定申告書の付表2「課税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された ・

金額14億22 4.6万19 7 1円（別表3-3・・順号③）を．、同付表［資

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額l4億 91 4 7万99 3 7 

円（別表 3 ~ 3 ・順号⑤）で除して算出した割合である。

・（力）納付ずべき消費税額（別表3-3・・順号⑪） 2 1.1 4万7000円

20 

・上記金額は、 ・上記（イ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額（た

だし、通則法119条1項の規定に基づき、iO 0円未満を切り捨てた

後のもの。） ．である。 ・

（キ）既に納付の葎定した消費税額（別表3-3・順号⑫）

• 2 0 g・ 2万1800円

25 

上記金額は、・原告の平成29年 3月期課税期間消費税等確定申告書の

「差引税額」欄に記載された金額である。

（ク） 差引納付すべき消費税額（別表3-3・順号⑬） 2 2万5200円
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上記金額は、上記(jJ)の金額から上記（キ）の金額を差し引いた金額であ

る。 ．．

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表3-3・順号⑳） 5 7 0万6300円・

上記金額は、地方消費税額の課税標準である上記(9)の金額に6.3分の
1 7を乗じた金額（ただし、通則法11 9条1項の規定に基づき、 10 

0円末満を切り捨てた後のもの。）である。 •• . 

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表3-3.・順号⑮）

. 5 6-4万 550 0円

上記金額は：原告の平成29年3月期課税期間消費税等葎定申告書の

「譲渡割額・納税額J欄に記載された金額である。

• ..(f)差引納付すべき譲渡割額（別表3-3・順号⑳） ・ 6万0・80 0円

・・ ・ ・上記金額は、上記（ケ）の金額から止記（コ）の金額を差し引いた金額であ

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3.-3 ・.順号⑰） ．．

•. 2 8 万 6000 円 •. .

上記金額は、上記（ク）の金額と上記(t)の金額との合計額である。

平成30年3月期課税期間 ．． 

(7)課税標準額（別表3-:--4・順号⑨） 1 8億34 9.18万10 0 0円

上記金額は、原告の乎成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「課税標準額」欄に記載された金額である。． ． 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表3-・4．．順号⑩）

1億155 5万3403円

上記金額は、’原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の

「消費税額」欄に記載された金額である。 ．

（り）差引課税仕入れに係る支払対価の額（別表3・-4・・`順号⑮）‘・

1 4億22 1 1万42 0 5.円

r
.
 
る。

． 
16 ' 
．・

工

20 

26 
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上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等瞳定申告書の

付表2「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄i'こ記載された金額

6 : 

1 4億434 1万27.0 5円（別表3-4・順号⑪）から、 ・会費のうち

単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対価の額と認められ

ない額（税込金額） 1 8 5 6万8500円（別表3-4・順号⑫）・及び

市場調査費のうち単なる金銭の贈与であるため課税仕入れに係る支払対

価の額と認められない額（税込金額）・27 3万円（別表3-4・順号⑬）

10 

の合計額2129万850  0円を減算した金額である。．．

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表・3~4- ．． 順号⑯）

. 8, 29 5万6652円

、上記金額は、上記（り）の金額に 10 8分の6.3を乗じて算出した金額

．．である。

（オ）控除対象仕入税額 ．（別表3.-:-4・順号⑲） 8 2 9 5万48 4・0円

16 

上記金額は、平成30年3月期牒税期間における課税売上高が5億円

を超えるため、消費税法30条2項に基づき、上記（エ）の金額のう・ち、課

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等．の税額である、原告の平成3

0年3月期課税期間消費税等罐定申告書の付表2 「個別対応方式 ・⑭の

うち課税売上げにのみ要するものJ襴に記載された金額8276万39. 

20 

3 1円から、上記（り）の減算した金額である 21 2 9万8500円に 10 

8分の6. 3を乗じて算出した金額1.24方24・1 3円を減算した金額

8 1 5 2万15 1 8円に、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の

資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額である、同付表 ・「個

別対応方式・⑭のうち、．課税売上げと非課税売上げに共通して要するも

の」襴に記載された金額14 3万49 3 1円に課税売上割合99. 8 8 

26 7895623パーセント（別表3-4・順号⑥）を乗じて算出きた金

額i4 3万33.2 2円を加算した金額である。
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なお、上記課税売上割合は、原告の平成30年3月期課税期間消費税 ・

等確定申告書の付表2 「諫税資産の譲渡等の対価の額」欄に記載された

・・・・金額17億9622万61 0 2 円（別表 3..:..4 ・順号③）を、•同付表「資

産の譲渡等の対価の額」欄に記載された金額17億982 4万20 1 0 

円（別表3-4・順号⑤）で除して算出した割合である。 • . 

(9)返還等対価に係る税額（別表3..:_4・順号⑳） ・23 9万 11 9 7円 ・

上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等葎定申告書の

「返還等対価に係る税額」欄に記載された金額である。

（キ）：納付すべき消費税額．（別表3-4・順号⑪） • 3 0・2.0万 7300円

． • 上記金額は、上記（イ）の金額から上記（オ）及び（力）の金額を差し引いた
金額（ただし、通則法11 9条 1項の規定に基づき、 1 0 0円未満を切

り捨てた後のもの。）である。

（ク）既に納付の確定した消費税額（別表3-4・順号⑫） ． 

・ • 2 8 9 6万 4・90 0円

上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の．

［差引税額」 ．欄に記載された金額である。 ．． 

（ケ）差引納付すべき消費税額（別表3-4・順号⑬） 124万240 0円

上記金額は、上記（力）の金額から上記（キ）の金額を差し引、いた金額であ

る。

（コ）納付すべき譲渡割額（別表3-4・ 順号⑭）： 8 1 5万11 0 0円

上記金額は、地方消費税額の課税標準である上記（力）の金額に63分の

1 7を乗じた金額（ただし、通則法1i 9条1項の規定に基づき、 1.0

0円未満を切り捨てた後のもの。）である。

(t)既に納付の確定した譲渡割額（別表3-4..順号⑮）

26 7 8 1万5900円

上記金額は、原告の平成30年3月期課税期間消費税等確定申告書の
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「譲渡割額・納税額」襴に記載された金額である。 • 

（シ）差引納付すべき醸渡割額（別表3-.4・順号⑳）． 3 ・3万 52 00円

上記金額は．、上記（コ）の金額から上記（f）の金額を差し引いた金額であ

る。． ．

（ス）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表3-:--・・4・・・順号⑰）

·•. •. · • ·• : 1 5 T万!6. 0 0円

・上記金額は、上記（ケ）の金額と上記（シ）の金額との合計額である。 ‘ . • 

以上のとおり、原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額、納付すべ

き法人税額、• 本件課税事業年度の地方法人税に係る納付すべき地方法人税額

及び本件各課税期間の消費税等に係る課税標準額、消費税額、消費税に係る

控除対象仕入税額、納付すべき税額、納付すべき地方消費税額（醸渡割額）

ぱそれぞれ上記(l)ないし(3)のとおりであるところ、本件各事業年度の法

人税の各更正処分における所得金額、納付すべき税額、本件課税事業年度の

地方法人税の更正処分における納付すべき税額並びに本件各課税期間の消費

税等の更正処分における消費税額、仕入税額控除の額、 ．納付すべき消費税額

及び納付すべき地方消費税額・（別表1-1ないし1-3の ・「更正処分等」欄

（別表1-3については「更正処分等（質問検査）」欄））と同額であるから、

• 本件各更正処分はいずれも適法である。

本件各賦課決定処分の適法性 ・

上記1のとおり、本件各更正処分は適法であるところ、原告は、納付すべき

法人税額、地方法人税額、消費税額及び地方消費税額を過少に申告し、更に前

記第2'の5(3)（被告の主張）のとおり、課税標準等又は税額等の計算の基礎と

なるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づいて納税申告書を提出して

いたと認められる。 • 

したがって、’本件各更正処分により新たに納付すべき法人税額、地方法人税

(4).小括

10 

20 2
 

J ＇ 

16 

25 
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額、消費税額及び地方消費税額については、通則法65条及び68条の規定に

基づき、以下のとおり 、過少申告加算税及び重加算税が賦課される。

(1)法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠 ．―.

平成30年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴って原告に課されるペ

6 き過少申告加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき法人税額1

3 2万円（ただし、通則法1・1 ~条 3 項の規定に基づき、． 1 万円未満を切り

捨てた後のもの。後記(2)において同じ。）．に10 0分の 1・0の割合を乗じて

算出した 1・3万2000円である。．．

(2)法人税に係る重加算税賦課決定処分の根拠

10 平成30年3月期事業年度の法人税の更正処分に伴って原告に課されるべ

き重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき法人税額6'51万

・ 円に 10 0分の35の割合を乗じ・て算出した22'7万85 0 0円である。

(3)地方法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠 ．．．．． 

平成30年3月期課税事業年度（本件課税事業年度）の地方法人税の更正

. 111 . 処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額は、当該更正処分によ

り新たに納付すべき地方法人税額5万円に 1900分の 10の割合を乗じて算

・出した500 0円である。

(4)地方法人税に係る重加算税賦課決定処分の根拠

ーし

平成30年3月期課税事業年度（本件課税事業年度）の地方法人税の更正

20 処分に伴って原旬．こ課されるべき重加算税の額は、当該更正処分により新た

に納付すべき地方法人税額28万円（ただし、通則法1.18条3項の規定に

基づき、 1万円未満を切り捨七た後のもの。）に1o・o分の35の割合を乗じ

25 

て算出した9方 8oo o・円である。
(5)消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根拠

ア 平成27年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根．

拠
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10 • 

‘拠

15 .. 

20 

．平成27年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴つて原告に課され ・

るべき重加算税の額ぱ、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額8万円（ただし、通則法 11 8条3項の規定に基づき、 1万円未

満を切り捨てた後のもの。・後記イないしエにおいて同じ。）に 1.00分の3.・

5の割合を乗じて算出した2万8000円である。

平成28年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根 ．

平成28年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴って原告に課され

るべき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額17万円に 10 0分の35の割合を乗じて算出した 5万9500

円である。 • 

ウ平成29年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

平成29年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴って原告に課され

るぺき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すぺき消費税等の

合計税額28万円に10 0分の35の割合を乗じて算出した9万8oo o 

円である。 ＇ 

工 平成30年3月期課税期間の消費税等に係る重加算税賦課決定処分の根

拠； ．

平成30年3月期課税期間の消費税等の更正処分に伴って原告に課され

るべき重加算税の額は、当該更正処分により新たに納付すべき消費税等の

合計税額157万円に 10 0分の35の割合を乗じて算［出した54万95 

00円である。

25 ' 

(6)小括 ＇ 

以上のとおり、本件各更正処分に伴って原告に賦課されるぺき過少申告加

算税及び重加算税の金額は、 ・本件各賦課決定処分により原告に賦課された過 ・
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少申告加算税及び重加算税の額．（別表1-1ないし 1-3 「更正処分等j欄

（別表1-3については「更正処分等（質問検査）」欄））と同額である。

したがって、本件各賦課決定処分は適法である。

以上
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別表2-1

本件各事集年度の法人税の納付すぺき税額等
（単位 ：円）

'. 

区 ・分 ・ 順号 平成27年3月期 平成蕊年3月翔 平成匹年3月期 平成3“和3月期

申 告 所 得 ・ 金 攀 ① 

゜
•• 87. 125. 1160 

゜
18,576,認9

.、.

寄附．金の損金不算入績 • ② 縣．涵 2,331.250’ 4,371心82 26,772,184 

協間饂合費のうち損傘の額9こ算入 ③ 
• ‘ ・・ 1,561.112 

さ れ ．な I(¥ 金 績 ・ . . 
加 ・ .. 

’‘ 
緯取入の益金算入麟 ④ 

｀ 
・、 60 

算 ・. . I ．． 

繰越欠損金の損金算入●の遍大瓢 ⑤ .:.~ 
一 6,624,658 

．． 

計 （②十③十④十⑤ ｝ ⑥ 縣．726 2,331,250 4,371,682 34,958; 014 

＼ 

寄 附金の損金算入．麟．． ⑦ 85,553 "3,328 .285,887 l, 452, 772 
．． 

減 ．． 緯損：失の損金算入麟 ⑧ ＂ 
12 113 

゜．． 

算 繰鑢欠損金の損金算入●の増加顧 ⑨ 381,126 ー・ 4,085,682 -
．． 

It （⑦-十⑧十⑨） ⑩ 縣，726 • 173,400 . 4,371,槌2 l. 45．． 2, 772 
： 

所得金額 ．（①七⑤一⑩） ⑪ o., A.84,967,610 

゜
52;0BJ; 831 

璽 ．税 ・・ 所 得 金 額 ・
（百円未瀾の鐵徽切檜て）． ⑫ 

，．． ゚ . 0 

゜
52.081, 800 

所得傘績に対する法人税麟 ⑬ ,. 

゜ ゜ ゜
11,514,9“ 

控 餘'・所 得，． 税 攀 等 ⑭ 
•. 

71, 121 •. I, 8統， 1,490 1,071 

．納付すべき法人税額（⑬..:.⑭）
’• 

・（百円未糞の嶋量切捨て）
⑮ ' . △ 7J..121 . • △ 1,866 △ lA90 '11,513.800 

既に納付の●定した法人税麟 ⑯ 
．． 

~ 71,121 6.1, 866 △ 1,490 ・ 3,693,7OO 
I 

差引納付すぺき法人税額
.' 

（⑮ー： ⑯ ・ ）
⑰ 

゜ ゜ ゜
7,8(0, 100 

・＇ • ⑱ 翌期へ繰．り鑢す欠損金額 • 108, 104, 729 •. 193, 072,~39 182, 114,磁

゜.・ 

（注l) 『所得金●J.め△印は、、欠損金額を景す． ・
（注2) 『納付すべき法人税麟J及び頃に納付の事定した法人税●●j●の△印は、 9

還付金の麟1こ搾当するそれぞれ6税顧を示す． ｀ 
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F 怠表2-2

平成30年3月期課税事業年度の地方滋人税の納付すべき税額等

＇ 
匹：円1

、．

区 分 順号 平成3叶E3月鰈税事業年度
.. ．． 

．． 

法 ・人 税 ． 〇 • ・11,51ヽ，函
.. 

籐 税• .. . : 準 ・ 法 人 ・ 税 顧
② II, 614,000 

・（ 千 円 未潰の・編徽切 ・・檜 て ）． 

鑓 方 • 法 人 税 瓢 ③ .506,616 

控 餘 税 .. 麟 〇

゜
．． 

納付すべき建方法人税麟（③..:.. ④ •) 
⑤ 函 ，60(

・（百円未漬の ．蟻・徽切捨 、て）
ヽ

翫 に 鮒 ・ 付 鶴 定 し たの
⑥ 161,函 ・

絶 ． 方 ..法 ・・・ 人 税 • • 
ヽ

甍• 91 納 付 す ベ き 嬉 ．方
⑦ 345, ()()(I. ・法 人 税 • ．（． ⑤ • R ）．． 

• , . •. . 
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